


 

 

 

 

は じ め に 

 

今般の少子化の急速な進行は、単に出生数が減少しているだけでなく、子ど

もたちの生活スタイルの変化を伴って進行しています。現状としては、異年齢

の子どもたちが集団で遊ぶ機会や、集団を通じて社会性を身につける機会の減

少にもつながっています。また、子育てに孤立感や負担感を持つ人の増加や、

女性の社会進出の現状とそれを阻むさまざまな問題など、子ども・子育てを取

り巻く社会状況が改善されたとは言えません。 

町田市としては、子どもを中心とした子育て支援をより積極的に取り組んで

いく必要があるため、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進すること

を目的に「新・町田市子どもマスタープラン」を策定しました。 

 この計画では、前プランの理念を継承し、「子どもの権利実現」、「子ども

と親がともに成長する」、「地域の中で家族を孤立させない」、「市民と行政

の協働」の基本的な視点のもと、３つの基本目標を掲げ計画を推進していきま

す。 

 私たちには、子どもたちの未来を創っていく責任があります。行政だけでな

く、関係機関や地域住民がともに手をつなぎ、子どもの未来を切り開く取り組

みを進めると共に、子育て家庭への支援をより一層充実させ、子どもが自分ら

しく安心して暮らせるまちをみんなで創り出していきます。 

 最後に、計画策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきました町田市

子ども・子育て会議委員の方々、意識調査やパブリックコメント等のさまざま

な機会を通じてご意見をいただきました多くの皆様にお礼申し上げます。 

 今後とも「新・町田市子どもマスタープラン」の実現に向け、一層のご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

2016年 2月    

町田市長  石 阪  丈 一  
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１ 計画策定の背景と趣旨 

 

町田市では、１９６６年の「青少年健全育成都市宣言」以降、子どもたち自らの手に

よって１９９６年に起草された「町田市子ども憲章」や「町田市子育て・子育ち支援計

画」の策定など、子どもに関する施策を市の重要施策の一つとして位置付け、積極的に

推進してきました。 

また、子どもや子育て家庭をめぐるさまざまな問題や課題に対応するため、２０００

年６月に町田市青少年問題協議会から、子どもの総合計画の必要性が提言され、将来の

町田市を支える子ども世代が健やかに育つため、２００５年 4 月に子どもと家族に関

する施策の基本的な方向性を示す１０年間の総合計画「町田市子どもマスタープラン」

を策定しました。 

この間、国では、急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが生ま

れ、かつ育成される環境の整備を図るため、２００３年７月に「次世代育成支援対策推

進法」を制定し、各自治体に行動計画の策定を義務づけ、町田市でも「町田市子どもマ

スタープラン」に事業計画を組込みました。 

しかし、10 年が経過する 2014 年度現在、依然として少子化は改善されず、時限

立法である「次世代育成支援対策推進法」は 2015 年度から 2024 年度までの 10 年

間延長されました。 

一方、国は２０１２年８月に、待機児童の解消と子育てしやすい環境の整備等を行う

ため、恒久法である「子ども・子育て支援法」を始め「子ども・子育て関連３法」を制

定し、２０１５年４月から「子ども・子育て支援新制度」を全国の自治体で始めまし

た。 

町田市においても、新制度の発足にあたり、町田市が今後、幼児期の学校教育・保育

の提供や地域の子育支援等について、「何を」「どのくらい」「いつまで」に整備・実

施していくかを定めた「町田市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。 

あわせて、町田市においても、少子化の進行や女性の社会進出に伴う更なる共働き世

帯の増加など、子ども・子育てを取り巻く課題が解消されたとは言えず、時代に即した

子育て支援施策を、行政だけではなく、学校や事業所、ＮＰＯ、地域住民など、すべて

の関係者がともに手をつなぎ、考え、取り組みを進めていくことが求められています。 

そのため、町田市では、市の子ども・子育てに関する施策の基本的な方向性を示すと

ともに、「子ども・子育て支援法」及び「次世代育成支援対策推進法」を踏まえ、「町田

市子どもマスタープラン」の理念を継承した「新・町田市子どもマスタープラン」を策

定します。  
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新・町田市子どもマスタープラン

新・町田市 
次世代育成支援対策推進行動計画 

町田市子ども・子育て 
支援事業計画 

関連計画 

町 田 市 基 本 計 画  

町 田 市 新 ５ ヵ 年 計 画

町 田 市 基 本 構 想  

町田市障がい者計画 

町田市地域福祉計画 

町田市食育推進計画 

町田市保健医療計画 

町田市教育プラン 

 

２ 計画の位置づけ 

 

この計画は、町田市における子ども施策の基本計画として策定します。 

町田市におけるこれまでの取り組みの継続性を確保するとともに、上位計画である「町

田市基本構想」「町田市基本計画」や関連計画である「町田市教育プラン」「町田市保健

医療計画」「町田市食育推進計画」「町田市地域福祉計画」「町田市障がい者計画」「町田

市子ども読書活動推進計画」などとの連携・整合性を図っていきます。また、計画には、

「町田市子ども・子育て支援事業計画」及び 10 年間延長された次世代育成支援対策推

進法に基づく「次世代育成支援対策推進行動計画」を含みます。 

この計画の対象は、生まれる前から乳幼児期・学童期を経て、青少年期に至る 18 歳

までの子ども・青少年とその家庭を含め、すべての子どもと子育てにかかわる個人や団

体が対象となります。 

 

【 計画の位置づけ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
など
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３ 計画の期間 

 

201５年度を初年度とする１０年間の計画とし、中間年度に見直しを行います。 

 

【 計画期間 】 

 
 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24

国          

町 

田 

市 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新・町田市子どもマスタープラン 

次世代育成支援対策行動計画 

（１０年間延長） 
次世代育成支援対策行動計画 

子ども・子育て

支援事業計画 

子ども・子育て

支援事業計画 

町田市子どもマスタープラン 

 

町田市次世代育成
支援対策推進行動
計画（前期） 

 

 

町田市次世代育成
支援対策推進行動
計画（後期） 

 

 

新・町田市 
次世代育成支援 
対策推進行動計画
（前期）５年 

 
町田市子ども・子育て
支援事業計画 

 

新・町田市 
次世代育成支援 
対策推進行動計画
（後期）５年 

 
町田市子ども・子育て
支援事業計画 
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（年）

3,273 3,389 3,106 3,077 2,950

3,544 3,523 3,540 3,315 3,299

3,651 3,671 3,617 3,667 3,406

3,801 3,740 3,734 3,716 3,743

3,745 3,859 3,789 3,822 3,766

3,861 3,801 3,883 3,875 3,877

21,875 21,983 21,669 21,472 21,041

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2010 2011 2012 2013 2014

(人)

58,898 59,039 58,737 58,561 57,828 57,391 56,597 55,623 54,678 53,620 52,682 51,561 50,431 49,218 48,087 46,860

275,523 274,881 272,561 268,823 265,624 264,927 264,008 263,882 263,099 262,340 261,351 260,564 259,768 258,983 257,852 256,681

88,899 91,031 94,001 98,821 102,757 107,209 110,306 112,776 114,562 115,687 116,588 117,209 117,603 117,835 118,087 118,279

423,320 424,951 425,299 426,205 426,209 429,527 430,911 432,281 432,339 431,647 430,621 429,334 427,802 426,036 424,026 421,820

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(人)
実績 推計

１ 町田市の子どもと家庭 

（１）人口の推移 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

本市の人口推移をみると、総人口は増加しており、2015 年４月１日現在で 429,527

人となっています。 

年齢三区分別人口推移をみると、2011 年以降、０～1 4 歳、15～64 歳は減少して

いるのに対し、65 歳以上は増加傾向にあります。 

本市の将来人口は、201８年まで微増すると予測されていますが、年少人口は今後も

減少し続け、２０２３年には 5 万人を切ると見込まれています。 

 
【 年齢三区分別人口推移 】 

 

 

 

  

  

 

  

 

 
 
 

資料：町田市「年齢別人口表」「外国人登録人口」（各年４月１日現在）     

※ 推計人口は町田市将来人口推計     
 

本市の０～５歳までの人口推移をみると、2010 年以降減少傾向にあり、2014 年１

月１日現在で 21,041 人と、2010 年に比べ 834 人減少しています。 

【 ０～５歳までの人口推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：町田市統計書「人口」（各年１月１日現在） 

  

(年度) 

０～14歳 15～64歳 65歳以上

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
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（年）

2,953 2,864 2,785 2,709 2,629

6,494 6,334 6,232 6,046 5,872
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20,496 19,928 19,325 18,865 18,330

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2015 2016 2017 2018 2019

(人)

70,022 70,066
70,434 70,227

69,802

66,000

67,000

68,000

69,000

70,000
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（年）

0
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０～５歳までの人口推計をみると、各年齢層で 2015 年度以降減少が続くとされ、

2019 年度には 18,330 人になると推測されます。 

 

【 ０～５歳までの人口推計 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：町田市「年齢別人口表」「外国人登録人口」（各年４月１日現在） 

 

 

０～18 歳未満の人口推移をみると、2013 年をピークに年々減少しており、2015

年 1 月 1 日現在で 69,802 人と、2011 年に比べ 220 人減少しています。 

 

【 ０～18 歳未満の人口推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：町田市統計書「人口」（各年１月１日現在） 

 

 

 

(年度) 

０歳児 １～２歳 ３～５歳
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０～19 歳までの人口推計をみると、2015 年以降減少が続くとされ、2035 年には

61,797 人になると推測されます。 

 

【 ０～19 歳までの人口推計 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：町田市将来人口推計 

 

 

（２）出生数の推移 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

本市の出生数の推移をみると、2010 年から年々減少し、2014 年には 2,944 人と

440 人減少しています。 

 

【 出生数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：東京都福祉保健局「人口動態統計」     

 

 

3,384
3,140 3,046 2,959 2,944

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2010 2011 2012 2013 2014 （年）

（人）
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（３）合計特殊出生率 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

合計特殊出生率*の推移をみると、東京都を上回っているものの、全国の平均を下回る

水準で推移しています。2014 年においては東京都のポイントを 0.09 ポイント上回り、

1.24 となっています。 

 
【 合計特殊出生率の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

資料：東京都福祉保健局「人口動態統計」 

全国は厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

（４）女性の就労状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

本市の女性の年齢別就労状況（2010 年）をみると、35～39 歳まで就業者が増加

しているのに対し、40～44 歳以降は減少しています。 

 
【 女性の年齢別就労状況（2010 年） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

資料：総務省統計局「平成 22 年国勢調査」     
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（人）

115,006
129,883

145,176
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（５）核家族世帯 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

本市の核家族世帯数*1 の推移をみると、一般世帯数*2、単独世帯数*3 とともに年々増

加しており、2010 年で 110,543 世帯となっています。 

 

【 核家族世帯数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省統計局「国勢調査」 

 

 

 

 

（６）ひとり親の世帯の状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

本市のひとり親世帯数の推移をみると、父子世帯数が減少傾向にあるのに対し、母子

世帯数は年々増加傾向にあり、2010 年で 2,002 世帯になっています。 

 
 

【 ひとり親世帯数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：総務省統計局「国勢調査」 

 

（年）

269 225 234 241 218

1,332 1,342

1,872

2,276

2,002
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父子世帯数 母子世帯数

一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数

*1 核家族世帯とは、夫婦のみの世帯、夫婦と子どもから成る世帯  

*2 一般世帯とは、住居と生計を共にしている人の集まり、又は 1 戸を構えて住んでいる単身者(学生の寮や 

寄宿舎、社会施設の入所者などの施設等の世帯は除く) 

*3 単独世帯とは、世帯人員が 1 人の世帯 
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（７）転入・転出者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

本市の転入・転出者数の推移をみると、転入が転出を上回る状態が続いています。 

年齢別でみると、20～30 歳代が転入・転出者の半数を占めており、特に 20～24

歳、35～39 歳で転入が転出を上回る人数が多くなっています。 

 

【 転入・転出者数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都総務局「人口の動き」 

 

【 年齢別転入・転出者数（2010 年） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局「平成 22 年 国勢調査」 
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（８）子ども家庭支援センター相談件数 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

子ども家庭支援センターの相談件数の推移をみると、年々増加傾向にあります。 

また、虐待に関する相談の増加が大きく、2014 年度には 405 件となっています。 

 
※2013 年度以降は、集計方法が変更になったため、件数が大幅に増加しています。 

 

【 子ども家庭支援センター相談件数 】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：子ども家庭支援センター 

 

（９）不登校児童数 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

不登校児童数（公立）の推移をみると、小学校はほぼ横ばいで推移しています。一方、

中学校では 2013 年度まで減少傾向にありましたが、2014 年度で 368 人と増加し

ています。 

 

【 不登校児童数（公立） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：町田市統計書「理由別長期欠席生徒数（公立）」 
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（年）
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第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

 

子どもが自分らしく安心して 
暮らせるまちをみんなで創り出す 

 

すべての子どもの心身ともに安全で健やかな成長を実現することは、現代社会の重要

な課題です。人間としての基礎的な資質が作られるこの時期、大人と子どもの関わりの

あり方は、子どもの生涯の充実した人生に大きく影響します。 

また、子どもは現在の市民であるとともに、将来の市民社会の中核となる存在です。

子どもを健やかに育み、豊かな市民性を培うことは、子どもの生涯を充実させるととも

に、将来の市民社会の安定と発展のためにも必要なことです。 

「子どもの未来」を重点的に捉え、町田市で育つ子どもの未来が輝かしいものとなる

よう、地域も含めて市全体で子どもの育ちや子育てを支援していくという考えのもと、

前「町田市子どもマスタープラン」の基本理念「子どもが自分らしく安心して暮らせる

まちをみんなで創り出す」を本計画の基本理念として継承します。 
 

２ 基本的な視点 

◇一人ひとりの子どもの権利実現 

子どもは一人の市民です。子どもも大人の市民と同様に、自分の意見を表明すること

ができ、決定に参画する権利があります。子ども自らが考え行動し、他者と関わりなが

ら成長できる環境を整えていくことが求められています。 

また、子どもへの権利侵害がおきた場合の救済や、やり直しの機会が保障されるよう

に、大人や社会が受け止めていくことも大切です。 

大人も子どもも相互理解を深めながら、市民として現在と未来を一緒に創っていくと

いう視点が必要です。 
 

 

◇子どもと親がともに成長する 

子どもとの関わりを自らの子育てで初めて体験する親が多くなっています。 

これまでは、親としての自覚や知識・技術を持っていることを前提に支援が組まれて

きましたが、現代の子育てには子どもが成長する時、親も新たな体験を積み重ね、とも

に成長していく視点が必要です。 

子育てスタート期を大切にし、その場のみの助け合いや連携に止まらず、地域での子

育て仲間の形成や地域で支え合える土壌づくりをし、子どもも親も地域の人々もとも

に、成長し合うことが必要です。  
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◇地域の中で家族を孤立させない 

子育ての主体は家族にあります。けれども、家族の中で解決できない時や行き詰まっ

た時に、さりげなく相談に乗ってもらったりすることはとても大きな力になるもので

す。一方では、子育て観・生活観などの多様化により、子育て家族と地域との結びつき

に難しさを感じる市民も多くなっています。 

多様な地域社会と家族との関わり方に視点を当てた地域活動が柔軟に展開されて、子

育ての支え合いのできる地域社会を創ることが必要です。 

 

 

◇市民（子どもと大人）と行政の協働を進める 

子どもに関わることは、子どもと大人が協働して取り組んでいくことが必要です。ま

た、市民と行政は、行政がやるべきことと市民ができることの分担と協働を協議し、お

互いに責任をもって事業を創り出していくことが大切です。 

子どもと大人が協働することによって、当事者の視点が明確になりそれぞれの地域の

実情にあった施策や活動の方向性が明らかになります。 

 

 

３ 基本目標 

基本理念の実現に向け、基本的な視点のもと３つの基本目標を掲げ計画を推進します。 

 
 

  子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るも
のを持っている 

 
 

 

  子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつな
がっている 

 
  

基本目標Ⅲ  子どもが地域の中で大切にされている 
 

  

基本目標Ⅱ 

基本目標Ⅰ 
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子
ど
も
が
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
み
ん
な
で
創
り
出
す
 

２親が働くことを支える 

４一人ひとりに情報が確実に届く 

１人と人が関わりつながる場をつ
くる 

【基本目標】 【基本理念/視点】 【目指す姿】 

１親子の健やかな子育て・子育ち
を切れ目なく支える ◇ 子どもと親

がともに成長

する 

◇ 地域の中で

家族を孤立さ

せない 

３きめ細やかな支援が必要な家族
を支える 

Ⅱ 子どもが安らい
でいる家族があ
り、家族が地域と
つながっている 

◇ 市民（子ど

もと大人）と

行政の協働を

進める 

◇ 一人ひとり

の子どもの権

利実現 

４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

  

Ⅰ 子どもが健やか
に育ち、一人ひと
り自分の中に光る
ものを持っている 

１子どもの遊びや体験が大切にさ
れ、主体的に参加し意見表明で
きる 

２大人になっていく力をつける 

Ⅲ 子どもが地域の
中で大切にされて
いる 

２みんなで安全・安心のまちをつ
くる 
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(2) 子育てしやすいまちづくり

(1) 子どもの安全・安心の確保

【施策の方向】 

(1) コミュニケーション能力を育てる

(2) 参加と意見表明の場や機会の確保

(3) 子どもの悩みに対処する体制の充実

(3) 男女共同の子育てを進める

(2) 学校教育の充実

(4) 体験活動の充実

(1) 親スタート期を支える

(4) 親の悩みを支える

(1) 保育支援の充実

(2) サービスの質の向上と効果的・効率的な提供の充実 

(1) 障がいのある子どもと家族への支援

(2) ひとり親家庭・貧困への支援

(3) 外国籍家族への支援

(4) 被虐待児と家族への支援

(1) 子どもと親への情報の確保

(1) 地域の人材育成と人材活用

(1) 幼児教育・保育の充実

(3) 思春期の子どもの心と身体の健康教育

(2) 子育て期を支える

(2) 地元事業所・商店の関わり

(3) 体験できる場の充実

(4) 交流できる場の充実

(5) 子どもセンター・地域子育て相談センターを中心とした地域づくり 
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Ⅲ-１- (1) 地域の人材育成と人材活用

５ ライフステージ別施策展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅲ-１- (5) 子どもセンター・地域子育て相談センターを中心とした地域づくり

Ⅲ-１- (2) 地元事業所・商店の関わり

Ⅲ-１- (3) 体験できる場の充実

Ⅲ-１- (4) 交流できる場の充実

Ⅲ-２- (2) 子育てしやすいまちづくり

Ⅲ-２- (1) 子どもの安全・安心の確保

Ⅰ-１- (1) コミュニケーション能力を育てる

Ⅰ-１- (2) 参加と意見表明の場や機会の確保

Ⅰ-１- (3) 子どもの悩みに対処する体制の充実

Ⅱ-１- (3) 男女共同の子育てを進める

Ⅰ-２- (2) 学校教育の充実 

Ⅰ-２- (4) 体験活動の充実 

Ⅱ-１- (1) 親スタート期を支える

Ⅱ-１- (4) 親の悩みを支える 

Ⅱ-２- (1) 保育支援の充実 

Ⅱ-２- (2) サービスの質の向上と効果的・効率的な提供の充実

Ⅱ-３- (1) 障がいのある子どもと家族への支援

Ⅱ-３- (2) ひとり親家庭・貧困への支援

Ⅱ-３- (3) 外国籍家族への支援

Ⅱ-３- (4) 被虐待児と家族への支援

Ⅱ-４- (1) 子どもと親への情報の確保

Ⅰ-２- (1) 幼児教育・保育の充実

Ⅰ-２- (3) 思春期の子どもの心と身体の健康教育

Ⅱ-１- (2) 子育て期を支える 

【施策の方向】 

妊
娠
期 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 
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第４章 施策の展開 

 

 

  

（前期行動計画）

新・町田市子どもマスタープランは、子育て家庭や中高校生を対象に実施

した意識調査など、市民（子ども）の意見を踏まえて作成しています。 

調査でいただいたご意見は、関係する施策に「市民の声」「子どもの声」と

して記載しています。 
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 Ⅰ  子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている 

 

目指す姿１ 子どもの遊びや体験が大切にされ、主体的に参加し意見表明できる 
 

子どもは一人の市民として尊重される存在であり、権利主体として、あらゆることに

ついて意見を表明することができます。大人は子どもを一人の独立した人格と見るとと

もに、子ども自身も自分がそうした権利を持っているという認識を持つことが大切で

す。そのため、子どもが多様な遊びや体験を通して、主体的な参加や意見表明できる力

をはぐくむとともに、大人も、子どもの声や悩みを聞き子どもの権利に関する認識を深

めていくことが必要です。 

 

基本施策（１） コミュニケーション能力を育てる 

 

 

現代社会では、多様な考え方や行動が共存しています。子どもたちの健やかな育ちを

進めていくためには、他者と協働するためのコミュニケーション能力などを育成するこ

とが求められます。 

保護者に対するアンケート調査でも、子どものコミュニケーション能力については重

要だと考える方が多い一方、充足度は平均値に近い結果でした。 

町田市では、子ども同士、子どもと大人など交流を図る事業の推進とともに、子ども

が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにしていく読書活動を

推進してきました。 

今後も、引き続き子どもが幅広い人間関係を形成することができる体験や交流の場な

ど多様な機会づくりが必要です。 

 

 

 

【子どものコミュニケーション能力の重要性】 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

調査結果

N =

就学前児童保護者　　988

小学生保護者　　　　922

73.0

75.2

23.7

23.1

0.2

0.2

3.1

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本目標 

Ⅰ 

とても重要だと思う 重要だと思う 重要だと思わない 無回答
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【子どものコミュニケーション能力の充足度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多世代交流など、子どもが幅広い人間関係をつくり、意思疎通を図る力をはぐくむ場

を確保するとともに、各種教室やプログラムについても周知方法や内容を見直し、充実

を図っていきます。 

また、併せてすべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的にさまざ

まな活動ができるよう積極的に環境の整備を推進していきます。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもセンター事業 

キャンプやスポーツなど、さまざまな体験を通じて、子ども

同士から大人まで幅広く交流し、コミュニケーション能力を

はぐくむ場を提供します。 

児童青少年課

指標 利用者満足度（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

調査未実施 80 83 85 88 90 

 

取組 内容 担当課 

ひなた村イベント事業 

（大規模イベント） 

野外体験など集団活動を通じて、思いやりや協調性、コミュ

ニケーション能力を育みます。 

児童青少年課 

（ひなた村） 

指標 利用者満足度（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

調査未実施 調査試行 74 76 78 80 

  

 

 

  

施策の方向性 

主な取組

N =

就学前児童保護者　　988

小学生保護者　　　　922

16.3

16.9

47.1

51.3

22.2

24.6

14.5

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不足している やや不足している 十分足りている 無回答



 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

22 

第
１
章
 
計
画
の
概
要
 

第
２
章
 
町
田
市
の
子
ど
も
を
 

取
り
巻
く
状
況
 

第
３
章
 
計
画
の
基
本
的
な
 

考
え
方
 

第
４
章
 
施
策
の
展
開
 

（
前
期
行
動
計
画
）
 

第
５
章
 
計
画
の
推
進
 

参
考
資
料
 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもの読書活動

推進事業 

子どもの読書活動を推進するため、「自ら進んで本を読む子を育て

る」を理念に、幼稚園・保育園・学校・子どもセンター等、ライフ

ステージに合わせた取り組みをします。 

図書館 

高齢者と近隣保育

園児等との交流 

近隣保育園の園児達が各高齢者福祉センターへ来館し、歌やダンス

や劇をセンター利用者の高齢者の方々に披露します。また、高齢者

と園児達が一緒に手遊びやゲームを楽しみ、交流を図ります。 

高齢者福祉課

学習事業 

読み聞かせや年賀状、はがき作りなどを通じて、「言葉」や「コミ

ュニケーション」を楽しむ活動をボランティアの協力を得て実施し

ます。 

図書館 

（文学館） 

図書館事業 
読書や文学に親しみ、「言葉」に触れられる講演会や図書案内のブ

ックリストの配布等のさまざまな取り組みを進めています。 
図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「第三次町田市子ども読書活動推進計画」 
 

基本理念 

自ら進んで本を読む子を育てる 

 

基本目標 

基本理念を達成するために、３つの基本目標を定めました。 

基本目標１：子どもが本と出会うきっかけ作り 

基本目標２：いつでも身近なところに本がある環境作り 

基本目標３：子どもの読書に関わる人の配置と育成 

 

これらのことを通じて、子どもたちがかけがえのない本と出会い、生涯に

わたって主体的に読書する習慣を身に付け、より深く豊かな人生を生きるこ

とができるよう、子どもの読書活動に関わるすべての人びとが全力を挙げて

取り組むこととします。 

その他の取組 
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基本施策（２） 参加と意見表明の場や機会の確保 

 

 

町田市では、「町田市子ども憲章」の精神を実践する場として「子ども委員会」を組

織し、子どもたちが企画運営に参画する機会づくりに努めてきました。また、学校や地

域でも、子どもが主体的に参加して活動が進められています。 

しかし、子どもを対象とした事業のうち子どもが企画運営に参加した割合は減少傾向

にあり、子どもたちの意向が十分に反映されているとは言い難い状況です。また、中高

生へのアンケート調査では、町田市は子どもの意見や考えを聞いてまちづくりをすすめ

ていると感じる中高生は 42.1％と多くない状況です。 

子どもたちが、自分たちのことについて、より主体的に関わることができるよう、参

加や意見表明ができる場や機会を充実させるとともに、子どもの参画を促していくこと

が必要です。 

 

 

 

【子どもの意見や考えを聞いてまちづくりをすすめていると感じる中高生の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが家庭・学校・地域で大人を信頼し、自由に意見を言うことができるよう、子

どもの意見表明・参加の仕組づくりや場の整備を進めます。 

また、学校や地域における活動に子どもが企画運営から主体的に参加することを推進

していきます。 

 

 

 

 

 

  

基本目標Ⅰ 子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている 

目指す姿１ 子どもの遊びや体験が大切にされ、主体的に参加し意見表明できる 

思う 思わない 無回答

現状と課題

施策の方向性 

調査結果

N =

　中学生　　　　　　246

　高校生　　　　　　194 38.1

45.5

58.2

54.5
3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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取組 内容 担当課 

子どもセンター事業 

（子ども委員会） 

子ども委員会では、子どもたちが主体的にルールづくりやイ

ベントの企画・準備・運営などについて考え、活動します。 

児童青少年課 

（子どもセン

ター） 

指標 委員数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

60 60 75 100 100 100 

 

取組 内容 担当課 

ひなた村イベント事業 

（コンサート等） 

市内の小学生～高校生の部活動の発表の場として開催してい

る音楽会です。出演者自らが運営・進行を行うことにより自

主性を育てるとともに、他校との演奏交流による相互成長を

目的とします。 

児童青少年課 

（ひなた村） 

指標 参加校数（校） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

16 17 17 18 18 19 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

各種作品発表、コンク

ール等 

写真展示やバレエ・ピアノ、日本舞踊などさまざまなコンクー

ルを開催し、発表の場を提供します。 
文化振興課 

展覧会関連事業 
展覧会の内容を子どもたちが自発的に深く知るために実施し

ます。 

図書館 

（文学館） 

地球環境保全ポスター

展 

東京町田東ロータリークラブと協定を結び、環境問題に対する

思いをあらわしたポスター作品を募集します。また、応募作品

を展示した『地球環境保全ポスター展』を開催し、表彰式を実

施します。 

環境・自然共生

課 

 

  

その他の取組 

主な取組
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町田市子ども憲章（1996 年５月制定） 
 

 みんな自分に素直に生き、そしてお互いを認め合うそんな社会へ… 
 
それは、みんながそれぞれの生き方を追うことができるということ。 
そして、他の誰とも違うかけがえのないわたしが、 
まわりのすべてのものとともに、生きるということ。 

 
 

○ 人権尊重社会の実現 

すべての人には平等な権利がある。でも、自分勝手に行動するだけではいけない。

 －相手の立場になって気持ちを理解し、お互いを認め合える社会をつくっていきま

す。 
 

 ○ 自主性の確立 

「自分から」。それがいちばん大切なこと。人にやってもらうばかりではだめなん

だ。 
いつも楽しくなるように、 

 －自分の道は自分で切り開いていきます。 
 

 ○ 個性の尊重 

人はみんな一人ひとり違う。みんなと違ってもこわくない。 
当たり前のことなんだ。だから、 

 －それぞれが持っている自分らしさを大切にします。 
 

 ○ 命の大切さ 

いのちがあるのは人間だけではない。動物にも植物にもいのちがある。 
だから、 

 －みんなで助け合って生きていきます。 
 

 ○ 学ぶ心の大切さ 

経験から学ぶことは、自分の可能性を広げる。むだなことなんてない。 
 －ものごとに前向きに取り組んでいきます。 
 

 ○ 友情の大切さ 

世界中のどんな人でも、友だちはかけがえのないもの。 
いつも気持ちがわかり合える、そんな仲間。だから、 

 －仲間を大切にし続けます。 
 

 ○ 夢を追う気持ち 

現実にとらわれなくてもいい。わずかな可能性でも、 
 －自分の夢を持ち続けます。 
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基本施策（３） 子どもの悩みに対処する体制の充実 

 

 

子どもの虐待やいじめの発生は後を絶たず、必ずしも事態が改善しているとはいえま

せん。 

こうした権利侵害を受けた子どもは、そのことを相談できる相手がいなかったり、相

談相手や相談機関があっても、実際に相談に踏み切るには、決心を必要とします。子ど

もが相談しやすい体制をつくるとともに、関係機関と連携を図りながら、こころとから

だの問題に取り組んでいくことが求められています。 

中高生に対するアンケート調査では、気軽に相談事や聞いてほしいことを話せる相手

として「誰もいない」割合が 7.7％、相談できるところをどこも「知らない」割合が 51.8％

となっており、相談できる相手がいない、できない子どももいることがうかがえ、今後

も子どもが相談しやすい仕組みづくりが一層求められます。 

 

 

【気軽に相談事や聞いてほしいことを話せる相手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標Ⅰ 子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている 

目指す姿１ 子どもの遊びや体験が大切にされ、主体的に参加し意見表明できる 

％

母親

学校の友だち・先輩

父親

学校以外の友だち・先輩

兄弟姉妹

担任の先生

祖父母

塾・習い事の先生

スクールカウンセラー

その他の学校の先生

親せきの人

地域の知り合いの人

保健室の先生

インターネットの相談サイト

相談機関（教育相談所、児童相談所など）の人

子どもセンターの先生

その他

誰もいない

無回答

65.0

61.4

30.5

21.1

19.9

14.2

12.6

7.7

6.1

5.7

4.5

3.3

2.0

1.2

0.8

0.4

2.0

8.1

0.0

53.1

64.4

30.4

27.8

19.6

13.9

8.2

7.7

2.1

6.2

4.6

0.5

2.1

2.1

1.0

0.0

1.5

7.2

1.5

0 20 40 60 80 100

現状と課題

調査結果 

中学生(Ｎ＝246)

高校生(Ｎ＝194)
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【相談場所の認識】 

 

 

 

 

 

 

 

    計画を策定するにあたり、実際に子どもたちの生の声を聞くため、各子どもセンターの  

「子ども委員会」にご協力いただきました。子どもが日頃感じていることが数多く出ました。 

    それぞれの施策に関する子どもたちの「声」を掲載します。 

     

調査概要 

 

   

   子ども委員会とは・・・ 

 

   調査概要 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもセンターばあん 

開催日 2015 年 10 月 10 日 

   参加者 11 人 

        小学 3 年生 2 人 

小学 6 年生 2 人 

中学 1 年生 2 人 

中学 2 年生 5 人 

子どもセンターつるっこ 

開催日 2015 年 9 月 12･19 日 

   参加者  8 人 

        小学 3 年生 1 人 

小学 4 年生 3 人 

小学 6 年生 1 人 

中学 3 年生 2 人 

高校 1 年生 1 人 

子どもセンターぱお 

開催日 2015 年 9 月 5 日 

   参加者 6 人 

小学 6 年生 6 人 

子どもセンターただＯＮ 

開催日 2015 年 10 月 3 日 

   参加者 12 人 

        小学 4 年生   6 人 

小学 5･6 年生  4 人 

中学 1 年生   2 人 

 子ども委員会とは？ 

概ね小学校４年生から 18 歳までの子どもたちにより組織され、各子どもセンターで定

期的に活動しています。利用主体である子どもたちが主体的に運営に参画することを目的

とし、施設整備の段階から開館後の運営やイベント企画等において、子ども委員会の意見

が反映されています。苦情処理等の問題解決についても、直接の利用者である子どもたち

が考えることによって、「禁止」「規制」に頼ることなく、解決を図っています。 

知っている 知らない 無回答

子どもの意識調査 

子どもセンター町田地区（予定） 

開催日 2015 年 9 月 27 日 

   参加者 8 人 

        小学 5 年生 2 人 

小学 6 年生 1 人 

中学 1 年生 1 人 

中学 3 年生 1 人 

高校 1 年生 3 人 

N =

　中学生　　　　　　246

　高校生　　　　　　194 48.5

47.2

51.0

52.4

0.5

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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① みなさんはどんな悩みがありますか？ 

・お金がない    ・勉強ができない。ついていけない 

・家族について    ・恋愛・恋人について 

・先生について    ・友だち関係 

・それぞれに合った授業をしたい  ・健康、体型 

 

② その悩みを相談する先はありますか？ 

実際に相談したいときに困ったことはありますか？ 

・友だち    ・親 

・先生     ・兄弟 

・親戚     ・地域の人 

・他の人がいて言えないことがある 

・遊びながら友達に相談したいが、遊ぶ場が少なくなってきている。増やしてほしい。 

 

③ 今後、どうすればより相談しやすくなりますか？ 

・差別をやめよう   ・みんなと仲良くする 

・口の堅い人を増やす    

・子どもセンターの職員が相談にのってくれる場所になってほしい 

・子どもセンターの職員といつでも連絡が取れるようになる 

・信頼関係を築く   ・センターの人とたくさん話す 

 

 

 

  

子ども委員会の声 
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子どもの悩みを受け止める相談の場の充実を図るとともに、ともに解決に導く機能を

充実させ、子どもが相談しやすい体制をつくるとともに、関係機関と連携を図りながら、

心身の健やかな成長を支援していきます。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

教育相談 

来所相談、電話による相談、出張相談の３つの相談形態があ

ります。不登校、集団不適応、友人関係、発達に関すること、

学習に関すること、生活面に関すること、いじめ、体罰等、学

校生活や家庭生活等に関する問題について相談に応じます。 

教育センター 

指標 利用者満足度（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

68 73 73 75 78 80 

 

取組 内容 担当課 

子どもとその家庭から

の総合相談 

0 歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を受けます。必

要に応じて各種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調

整をし、問題の解決に向けたサポートを行います。 

子ども家庭支

援センター 

指標 相談件数（件） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

2,089 2,310 2,541 2,795 3,074 3,381 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

こころの相談 
心の相談やアルコール・薬物・ひきこもり等の相談に保健師が対応

します。 
保健予防課 

e-ラーニング 

不登校児童・生徒がパソコンを通じて、桜美林大学が開設する学習

支援サイト「学びの広場」にアクセスし、小学校 1年生から中学校

3 年生までの各自の学習したい教科、内容を自主学習できるように

サポートします。 

教育センター 

 

 

その他の取組 

施策の方向性 

主な取組
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目指す姿２  大人になっていく力をつける 
 

子どもは、その成長段階に応じて、役割や責任を果たすことによって、社会を作り上

げる一員としての自覚を持っていきます。教育の場や地域でのさまざまな体験や多世代

との関わりを積み重ね、人の個性や多様性を認め合い、ともに力を合わせて問題や目標

に立ち向かっていくことを学べるよう働きかけるとともに、子どもが持っている伸びる

力を支援していきます。 

 

基本施策（１） 幼児教育・保育の充実 

 

 

乳児期は人間への基本的信頼の感情を育てていく基礎となる愛着関係等を形成し、幼

児期は、生活や遊びといった直接的・具体的な体験を通して、情緒的・知的な発達な

ど、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期です。 

そこで、保護者のニーズに即した幼稚園や認定こども園、保育所等施設の質の向上や

地域における多様な子育て支援事業の拡充などが求められています。 

町田市では、「町田市子ども・子育て支援事業計画」において、質の高い幼児期の学

校教育・保育、地域における多様な子ども・子育て支援について質の向上を進めていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅰ 子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている 
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1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37
38

39

40

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

平均値：
2.59

平均値：
1.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ ● 外的資産 不足度 重要度 Ｎｏ ▲ 内的資産 不足度 重要度

1 家族の支援 1.44 2.92 21 思いやり 1.55 2.89 

2 他の大人の援助 1.75 2.57 22 社会的正義感 1.73 2.67 

3 子どものことを気にかけてくれる地域社会 2.06 2.58 23 誠実さ 1.72 2.75 

4 親身を気遣う学校 1.58 2.58 24 責任感 1.81 2.67 

5 保護者の地域活動への協力 2.09 2.18 25 健全な日常生活 1.79 2.67 

6 地域社会への承認 1.92 2.60 26 所属感 1.41 2.62 

7 子どもの社会的役割 2.09 2.29 27 自己統制力 1.94 2.67 

8 奉仕活動  2.40 2.06 28 自己肯定 1.79 2.73 

9 安全・安心な環境 2.04 2.85 29 人生の目的 1.44 2.75 

10 家庭の規範  1.58 2.77 30 将来への希望 1.59 2.74 

11 家庭外の規範 1.95 2.49 31 計画性と決断力 2.16 2.49 

12 大人の規範としての役割 2.02 2.72 32 コミュニュケーション能力 1.93 2.75 

13 仲間との交流 1.90 2.65 33 抵抗力 2.05 2.63 

14 年齢にふさわしい発達への期待 1.76 2.48 34 争いの平和的解決 1.99 2.59 

15 創造活動 1.95 2.36 35 人権の理解 1.97 2.64 

16 家庭外活動 2.01 2.36 36 自己情報を管理する力 2.08 2.51 

17 自然や生命とのふれあい 1.88 2.52 37 達成へ動機付け 1.84 2.71 

18 職業との出会い 2.20 2.34 38 学びへの意欲 1.60 2.72 

19 消費活動 2.14 2.44 39 宿題や課題への挑戦 1.87 2.59 

20 健康活動 1.90 2.50 40 読書の喜び 2.35 2.35 

  

調査結果
【重要度と不足度の相関関係（就学前児童保護者）】 

不足度 

重
要
度 
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1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

1516

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

2829

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

平均値：
2.56

平均値：
1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｎｏ ● 外的資産 不足度 重要度 Ｎｏ ▲ 内的資産 不足度 重要度

1 家族の支援 1.52 2.89 21 思いやり 1.55 2.87 

2 他の大人の援助 1.73 2.50 22 社会的正義感 1.60 2.66 

3 子どものことを気にかけてくれる地域社会 1.95 2.51 23 誠実さ 1.66 2.75 

4 親身を気遣う学校 1.68 2.56 24 責任感 1.84 2.66 

5 保護者の地域活動への協力 1.90 2.18 25 健全な日常生活 1.64 2.68 

6 地域社会への承認 1.83 2.57 26 所属感 1.40 2.62 

7 子どもの社会的役割 2.06 2.30 27 自己統制力 1.77 2.68 

8 奉仕活動  2.30 2.08 28 自己肯定 1.78 2.71 

9 安全・安心な環境 1.99 2.78 29 人生の目的 1.51 2.72 

10 家庭の規範  1.60 2.76 30 将来への希望 1.68 2.71 

11 家庭外の規範 1.93 2.46 31 計画性と決断力 2.15 2.52 

12 大人の規範としての役割 2.02 2.67 32 コミュニュケーション能力 1.92 2.76 

13 仲間との交流 1.80 2.52 33 抵抗力 1.97 2.62 

14 年齢にふさわしい発達への期待 1.79 2.43 34 争いの平和的解決 1.83 2.60 

15 創造活動 1.89 2.29 35 人権の理解 1.75 2.62 

16 家庭外活動 1.84 2.29 36 自己情報を管理する力 1.94 2.48 

17 自然や生命とのふれあい 1.80 2.42 37 達成へ動機付け 1.74 2.68 

18 職業との出会い 1.98 2.31 38 学びへの意欲 1.75 2.68 

19 消費活動 2.04 2.43 39 宿題や課題への挑戦 1.79 2.58 

20 健康活動 1.78 2.40 40 読書の喜び 2.28 2.41 

  

【重要度と不足度の相関関係（小学生児童保護者）】

不足度 

重
要
度 
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生涯にわたる人格形成の基盤となる乳幼児期において、適切な教育や保育を受けるこ

とができるように、教育・保育施設において、一人ひとりの子どもの発達に応じた質の

高い教育・保育内容の提供に努めます。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

職員のスキルアップ研修 
学校教育・保育施設協会の研修会を支援し、職員のスキルを

向上させ、教育・保育の質の向上を図ります。 
保育・幼稚園課

指標 実施回数（回） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

6 6 6 6 6 6 

 

取組 内容 担当課 

すみれ教室の地域支援 
幼稚園・保育園等を対象に専門的な力量を向上させるため、

研修及び助言を行います。 
すみれ教室 

指標 実施回数（回） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

19 45 50 55 60 65 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

資源とごみの出前講

座（幼稚園・保育

園） 

申し込みのあった園に職員が出向き、幼児にもわかりやすく楽

しく、物を大切にする心や分別の大切さを学ぶ講座を実施しま

す。 

３Ｒ推進課 

 

 

  

施策の方向性 

主な取組

その他の取組 
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基本施策（２） 学校教育の充実 

 

 

子どもたちが知性と感性をはぐくみ、心身ともに健康で人間性豊かに成長し、お互い

の人格を尊重するとともに、社会の一員として自覚を持って地域に関われる人間に育つ

ためには、教育内容・方法の一層の充実を図ることが重要です。 

町田市では、「学力向上推進事業」と「小中一貫（連携）教育推進事業」のふたつの事

業を軸とした取組を実施しています。学力向上では、子どもたちの思考力・判断力・表

現力を高める取組「協同的探究学習」の充実を図っています。また、小中一貫教育では、

規範意識やコミュニケーション能力を高めながら、心身ともに健康で、進んで社会に関

わろうとする子どもたちを育てています。 

しかし、中高生へのアンケートでは、「苦手な教科の授業があるから」「友だちとうま

くいかないから」などの理由で、7.9％の子どもが「学校生活について楽しいと思わな

い」「どちらかというとそう思わない」と回答しています。  

子どもたちがよく分かる授業の充実、お互いを認め合えるような人間関係の形成など、

更なる学校教育の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

      子どもたちがお互いの思いや考えについて話し合い、多様な考えに気付くような授業を

行うことによって、思考力・判断力・表現力＝「わかる学力」を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標Ⅰ 子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている 

目指す姿２ 大人になっていく力をつける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「わかる学力」を高める授業のポイント

現状と課題

①自分の思いや考えをもち、

説明できるようにします。 
 
自分の知識や経験を生かして問題に

取り組む時間を大切にします。解き

方をノートに書いたり、発表したり

して、考えを深めていきます。 

 

③学習内容を定着させ

理解を深めます。 
 
多様な考え方の中から自分が

よいと思ったものを選択した

り、複数の考え方を統合して

新しい考え方を見つけたりし

て、もう 1 問新しい問題に取

り組みます。 

 

②友だちとの話し合いを

通じて、考えを広げます。
 
話し合いを通して、多様な考え

方があることを理解し、似てい

る解き方はどれとどれかなど、

自分の考えを関連付けて考える

力を身につけていきます。 

 

協同的探究学習とは？ 



  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

35 

第
１
章
 
計
画
の
概
要
 

第
２
章
 
町
田
市
の
子
ど
も
を
 

取
り
巻
く
状
況
 

第
４
章
 
施
策
の
展
開
 

（
前
期
行
動
計
画
）

第
５
章
 
計
画
の
推
進
 

第
３
章
 
計
画
の
基
本
的
な
 

考
え
方
 

参
考
資
料
 

 

    

 

【学校が楽しいと感じる中高生の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【学校が楽しいと思わない理由（中高生の割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う どちらかというとそう思う どちらでもない

どちらかというとそう思わない そう思わない 無回答

N =

　中学生　　　　　　246

　高校生　　　　　　194 52.1

58.5

30.9

24.4

9.3

8.5

4.6

4.1

3.1

4.1

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

％

苦手な教科の授業がある

なんとなく

友だちとうまくいかない

テストがある

宿題や課題などがある

いじめを受けた

授業がわからない

学校の規則が厳しい

先生とうまくいかない

暴力を受けた

虐待（ぎゃくたい）を受けた

その他

無回答

41.5

36.6

34.1

34.1

17.1

14.6

12.2

12.2

0.0

0.0

12.2

2.4

36.4

45.5

27.3

15.2

18.2

3.0

6.1

9.1

6.1

0.0

0.0

12.1

3.0

46.3

0 20 40 60 80 100

中学生(Ｎ＝246)

高校生(Ｎ＝194)

調査結果
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幼児期からの子どもの発達や学習の連続性を重視し、学ぶ意欲や自尊感情を高める取

り組みを推進し、豊かな人間性と「生きる力」をバランスよくはぐくむ教育環境を整備

するとともに、町田市の特徴を生かした教育を推進します。 

また、子どもの豊かな人間性や生きる力の基礎を培い、発達や学びの連続性を踏まえ、

小学校生活への円滑な移行をめざした共通の見通しが持てるよう、教育・保育施設とす

みれ教室、小学校の連携を強化します。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

学力向上推進プラン 

国や東京都の学力調査の結果などから、小・中学校の児童・

生徒の学力状況を多面的に分析し、小・中学校全体で学力向

上推進プランを策定及び推進します。 

指導課 

指標 策定・推進 

目標 

現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

第１次学力向上

推進プランの策

定 

推進 

第２次学力向

上推進プラン

の策定 

推進 

第３次学力向

上推進プラン

の策定 

推進 

 

取組 内容 担当課 

小中一貫教育・町田っ

子カリキュラム 

教育委員会では、2008 年度から市立全小・中学校を町田市独

自の重点カリキュラムでつなげる全市型の小中一貫「町田っ

子カリキュラム」と、地域ごとに課題を明確化し、共有しな

がら、その解決に向けて小・中学校が連携して指導を図る地

域型の「小中一貫指導推進校」のふたつの取り組みを軸とし

た「小中一貫教育」を実施しています。「町田っ子カリキュラ

ム」は、規範意識やコミュニケーション能力を高めながら、

働くことや学ぶことの大切さを実感し、心身ともに健康で、

進んで社会に関わろうとする子どもたちを育てていくことを

目標にしています。また、小・中学校全校で、小中一貫教育

（規範教育、英語教育、キャリア教育、食育）カリキュラムに

より、授業を実施します。 

指導課 

指標 カリキュラムの検証及び改善の実施 

目標 

現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

カリキュラムの

検証及び改善の

実施 

     

 

  

施策の方向性 

主な取組
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取組 内容 担当課 

一校一取組 

各学校の子どもたちの実態にあった運動（なわとび・マラソ

ン・バトンスロー等）を各校で一つを取り上げ、体力向上に

向けた取り組みを実施します。 

指導課 

小学校１年学級への生

活指導補助者派遣 

小学校 1 年生の学級で、児童が規律ある学校生活にスムーズ

に適応できるよう補助していきます。 
指導課 

町田市公立小中学校作

品展 

子どもたちが日ごろ学校で学習した美術・図画工作・書写の

作品約８０００点を国際版画美術館に展示します。 

指導課 

国際版画美術

館 

小学校適応指導教室「け

やき教室」中学校適応指

導教室「くすのき教室」 

公立小・中学校に在籍する不登校および不登校の傾向にある

児童・生徒に対して、学校復帰の指導および援助を目的とし

て、事業を実施します。 

教育センター

ひなた村イベント事業 

（創作童話コンクー

ル） 

市内の小学生から高校生を対象に、文芸創作活動の機会提供

として創作童話を募集します。授業と連動した学校単位での

応募も受け付けます。 

児童青少年課

（ひなた村）

「種をまこう」 
人権について考えるための冊子を、市内の中学校に配布しま

す。 
福祉総務課 

「子どもの人権ＳＯＳ

ミニレター」 

子どもたちの悩みを把握し、人権問題の解決を図るため、ミ

ニレターを配布します。 
福祉総務課 

動物愛護啓発パンフレ

ット「ほんとうに飼える

かな？」 

学校教育の場で、動物の愛護や適正飼育の普及啓発のための

教材として、パンフレットを配布します。 
生活衛生課 

納税活動推進事業 

まちだ納税貯蓄組合連合会の活動を推進する一助として、町

田市内中学校３年生を対象に同連合会が実施している中学生

の税の作文について、租税教育の一環として町田市も協力し

ます。 

納税課 

選挙出前講座 

将来の有権者である児童・生徒を対象に、授業・模擬投票等

を通じて選挙の意義や重要性などの理解を深めてもらうこと

を目的に「選挙出前講座」を実施します。 

選挙管理委員

会事務局 

 

 

  

その他の取組 
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「町田市教育プラン」 

 

町田市教育委員会は、日本国憲法及び教育基本法の精神を基盤とし、町田市子ど

も憲章の趣旨を踏まえて、教育目標及び基本方針を定めています。 

教育目標は、町田市教育委員会が育てようとする人間像と目指すべき社会を表す

ものです。 

基本方針は、教育目標を実現するための施策の指針であり、以下の４つを掲げて

います。 

 

教育目標 

町田市教育委員会は、子どもたちが知性と感性をはぐくみ、心身ともに健康で人

間性豊かに成長し、互いの人格を尊重するとともに、社会の一員としての自覚をも

って地域にかかわる人間に育つことを目指します。 

また、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができる社会の実

現を目指します。 

 

 基本方針１  子どもたちの生きる力と健やかな精神の育成    

次代を担う子どもたちの、生涯にわたって学び続ける意欲を高め、健やかな精

神、豊かな心、将来の職業や生活を見通して社会の中で自立的に生きていく力をは

ぐくみます。 

  

基本方針２  学校の教育力の向上               

さまざまな教育課題に対応し、子どもたちにとってよりよい教育を進めるため

に、教師の指導力を高め、教育環境の充実・整備を進めます。 

 

基本方針３  家庭、地域、学校が連携した教育の推進      

保護者や地域、関係諸機関と学校とが連携した教育の取組を推進し、子どもたち

の健全育成や安全の確保を進めます。 

 

基本方針４  生涯学習の推進                 

市民が生涯にわたって、いつでもどこでも自由に学び続け、支え合うことができ

る社会を目指し、学習の機会や場の充実、環境の整備を進めます。 
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基本施策（３） 思春期の子どもの心と身体の健康教育 

 

 

子どもたちは、少年期に入ると学校生活など、親から離れて集団で過ごすことが多く

なり、自我が形成され、心身ともに著しく成長します。思春期には、成長過程の中で心

と体がアンバランスになりやすく、その結果、性的な悩みや精神的な不安等を抱えるこ

とも考えられます。 

これら、思春期のこころの問題は、心身症、不登校、引きこもり、摂食障害などのさ

まざまな形で現れ、成人期への大きな問題に発展しかねないため、主要な課題として位

置づけ、重点的に取り組んでいく必要があります。 

また、食生活においては、朝食をとらない、偏食をするなどの食生活の乱れや孤食の

増加など、子どもたちの健やかな心身の発達を妨げるようなさまざまな問題が発生して

います。 

町田市では、子ども自身が食の大切さを理解し、規則正しい食生活を送って、健康な

心身と豊かな人間性をはぐくむことができるよう、2008 年に小中一貫町田っ子カリ

キュラム「食育」を定め、推進してきました。今後も子どもたちが、よりよい食生活や

生活習慣を身に付けるため、これらの取組を継続、充実させていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

学校や関係機関と連携し、健全な青少年の育成を図ります。 

思春期の子どもたちに対して、痩身志向による必要のないダイエットの健康に対する

影響など、自分の世代の心や身体についての正しい知識の普及と理解の促進を徹底し、

好ましい人間関係の育成や健康増進を支援していきます。 

また、不登校、ひきこもり、家庭内暴力、摂食障害などの思春期のこころの問題につ

いて、学校、地域、家庭の連携により、対応を図っていきます。 

  

基本目標Ⅰ 子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている 

目指す姿２ 大人になっていく力をつける 

現状と課題

施策の方向性 
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取組 内容 担当課 

学校給食 

栄養バランスのとれた食事を提供し、正しい食習慣を身につ

けることにより、好ましい人間関係の育成や健康増進を目的

に、学校給食を実施します。小学校全校は自校調理方式です。

中学校は希望制で、弁当併用外注方式を採用しています。 

保健給食課 

思春期精神保健相談 

(保健師)(専門医相談) 

不登校、ひきこもり、家庭内暴力、摂食障害などの思春期の

こころの問題について、保健師による相談を行います。また、

月 1回の思春期専門医による相談を行います。 

保健予防課 

夏休み子ども食育教室 
世界に一つしかない自分だけのお箸を作るとともに、お箸の

正しい持ち方やマナー、文化などについて学びます。 

市民協働推進

課 

消費生活セン

ター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な取組
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「町田市食育推進計画」 

 

町田市の農業や商業などの地域特性や食をめぐる現状を踏まえ、食育の目指す姿を、

以下のとおりとします。 

 

「食の「わ」で育むまちだの未来」 

〜感謝を持って食をたのしみ、食を通じて人や地域とのつながりが持てるまち〜 

 

ひらがなで表現した「わ」は、「環」「輪」「和」を意味します。 

自然のなかで育まれた食べ物は、私たちの体の中や、生きる力につながっており、そ

れは次の世代へもつながっていることを示す「環」。食に関係する全ての人々、つまり

市民一人ひとりが主役となり、協力、連携しながら支え合う「輪」。また、和食の良さ

を見直し、和やかに食すことを示す「和」。これらの「わ」によって「まちだの未来」

を育んでいきます。 

 

基本目標１ 安全で望ましい食生活をおくる 

市民が食に関心を持ち、健康状況やライフスタイルなど個々に合った情報を取得し、

栄養バランスに配慮した食生活の実践や自ら判断して食品を選択できる能力を身につけ

ることなどにより、安全で望ましい食生活を送ることを目指します。 

 

基本目標２ 食を通じて家族や地域とつながる 

市民が、家族等との共食により、正しい食習慣や食事のマナーを身に付け、食べ物を

大切にする心を醸成することを目指します。また、日本型食生活や伝統行事を伴う行事

食といった食文化の伝承などを通じ、家族や地域とつながることを目指します。 

 

基本目標３ 地域の恵みに感謝して食をたのしむ 

農業や商業などの地域特性を活かした地産地消の推進や食の環境整備を行うことで、

市民が地域の恵みに感謝して食を楽しむことを目指します。 
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「町田市保健医療計画」 

 

基本理念 

町田市は、予防医療の推進、医療相談体制の充実や健康に暮らせるまちづくりなどの

取り組みを進めます。また、感染症や食の安全などに強いまちを目指し、すべての市民

が、住み慣れたまちで、健康で安心し希望を持って生活できるよう、基本理念として

“みんなでつくる「健康のまち」まちだ”を掲げます。 

 

基本目標 

本計画では、基本理念を実現するために、次の３つの基本目標を掲げ、この計画を推

進します。 

 

基本目標１．健康づくりの推進 

「健康増進」の視点から、子どもから高齢者までのライフステージに応じた、健康的

な生活習慣の普及への取り組みを展開するほか、市が行う健康診断や各種相談事業など

の保健サービスを充実させることにより、市民一人ひとりが行う健康づくりを支援して

いきます。 

また、個人の健康づくり活動や地域での取り組みの連携が促進されて、活動の輪が広

がっていくことで、「健康のまち」を目指します。 

 

基本目標２．市民が安心して医療サービスを利用できる体制の強化 

安心な暮らしを支える医療資源には限りがあります。そのため、市民、病院、診療

所、薬局などが、相互の役割について理解を深めた上で、効果的な連携を図っていくこ

とが必要です。特に、救急医療や休日・夜間診療などの維持には市が環境を整備すると

ともに、関係機関・団体がそれぞれの責任を果たしていくことに加えて、市民がルール

を守って利用することが重要です。また、市は、地域の保健医療を支える人材の育成に

ついても役割を担っていきます。 

 

基本目標３．健康危機に強い生活安全のまちの構築 

食中毒や感染症など、生活の身近なところに存在するさまざまな健康被害を回避し

て、市民の健康を守るとともに、健康被害の発生時には、迅速・適切な対応で、その拡

大を防止します。また、万が一、感染症の大流行や大災害など健康危機事象が発生した

場合にも備えて、体制を強化し、市民生活の安全を確保していきます。 
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基本施策（４） 体験活動の充実 

 

 

生命を尊び、相手を思いあう心は、さまざまな遊びや経験を通して育まれていくもの

であり、豊かな体験活動の機会を提供し、子どもたちが社会の一員としての自覚や社会

性をはぐくむとともに自己実現を図ることができるよう大人が見守り、支援することが

求められています。 

これまで、子どもがさまざまな活動に参加し、多くの体験を得ることができるよう多

様な教室や講座を展開してきましたが、市民意識調査によると、子どもが野外体験やボ

ランティアの活動に参加した割合は減少傾向にあります。 

今後は、周知の方法や、新しい企画の検討など体験活動への参加を推進して行くこと

が必要です。 

 

 

 

 

① 今度、どんな体験がしたいですか？ 

・船に乗りたい    ・料理 

・町田市全体でゴミ拾い   ・子どもセンターに泊まってみたい 

・子ども用のスカイダイビングをしてみたい 

・子ども企画だけのお祭りをしたい ・職場体験を複数回したい 

・大人の人の仕事をしている姿を見てみたい 

・海外研修に行き、知らない世界を見てみたい 

 

② みなさんの周りの子どもたちも体験活動に参加し、楽しんでいますか？ 

・介護施設でのボランティア（子ども自身で施設にお願いしたとのこと） 

・募金活動を手伝っていた 

・地域の夏祭りなどではたくさんの人が参加している 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅰ 子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている 

目指す姿２ 大人になっていく力をつける 

子ども委員会の声 
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③ みんなに体験活動を楽しんでもらうためにはどんな事が必要ですか？ 

・宣伝（チラシ、ポスターなど）  ・みんなの前で披露する 

・クチコミで人を集める   ・広い年代の人が楽しめるものを用意する 

・地域の人に宣伝する 

・体験活動の情報（誰でも参加していいのか、どんなことをするのか）がわかりにくい

ので、これらの改善が必要 

・体験活動の人数枠を増やす 
 

 

 

児童・生徒が学校以外の場で、さまざまな文化や芸術、スポーツに親しむ機会、異な

る世代や価値観を持つ人々との交流、自然との触れ合いなど、さまざまな体験を通して

豊かな人間性や社会性をはぐくむ機会を提供します。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもセンター事業 
調理、陶芸、工作、中高生ライブなど、さまざまな体験活動を

実施します。 
児童青少年課 

指標 利用者満足度（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

調査未実施 80 83 85 88 90 

 

取組 内容 担当課 

ひなた創作教室事業 工作教室や野外体験など、さまざまな体験活動を実施します。 児童青少年課 

指標 実施数（回）・参加者数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

104・2,302 110・2,400 110・2,400 110・2,400 120・2,500 120・2,500 

 

取組 内容 担当課 

大地沢青少年センター

事業 

子どもや親子で参加できる工作やハイキング、陶芸教室など

さまざまな体験活動を実施します。また、川上村での林業・

農業体験、宿泊事業なども実施します。 

大地沢青少年

センター 

指標 利用者満足度（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

76 77 78 79 80 80 
 

  

施策の方向性 

主な取組
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取組 内容 担当課 

生涯学習センター事業 芸術鑑賞や工作、調理などさまざまな体験事業を実施します。 
生涯学習センタ

ー 

環境学習 
工作などを通じて、リデュース、リユース、リサイクル（３

Ｒ）の大切さ学ぶ環境学習を実施します。 
３Ｒ推進課 

各種講座・体験教室 
親子工作教室や自由研究講座、収穫体験、調理などを実施し、

さまざまな体験できる教室を実施します。 

市民協働推進課

産業観光課 

「人権の花」運動 
協力し合って花を栽培することにより、人権の大切さに気づ

き、豊かな人権感覚を身に付けることを目的に実施します。 
福祉総務課 

小学生スクール 
小学生の水泳初心者を対象に、水に慣れるところから浮き身、

キック、4種目の完泳を目指し、実施します。 
スポーツ振興課

ジュニアテニスクリニ

ック 

基礎運動能力の向上から、テニスの基礎、試合を楽しむまで

レベル別クラスを設定し、実施します。 
スポーツ振興課

キッズダンス 
音楽に合わせて身体を動かしリズム感・柔軟性・体力の向上

を図るダンス教室を実施します。 
スポーツ振興課

子ども俳句教室 春・

秋 

日本の伝統文化である俳句に親しんでもらうために実施しま

す。 
図書館（文学館）

子ども講座 

小学生を対象にさまざまな専門家（アーティスト）の指導の

もと、版を使った創作活動を行います。また、企画や指導に

おいて大学との連携も行います。 

国際版画美術館

体操教室 

体操器具やボール・フープなどを使いながら、子どもの発達

特性に応じた運動を体験させることにより、身体を動かす事

の楽しさを覚えます。さらに、集団での運動遊びを通じて、

集団行動の大切さを学びます。 

スポーツ振興課

親子で楽しむ茶会 

「町田市民文化祭～秋の催し～」内で、経験のない方でも茶

道を学ぶことができ、伝統文化に触れられる機会を提供しま

す。 

文化振興課 

小学校音楽鑑賞教室 
音楽の授業の一環として 3 日間 6回、小学校 6年生の児童を

対象にプロのオーケストラの演奏を鑑賞します。 
指導課 

自然体験 植樹やたけのこほり、米作りなど自然体験を実施します。 北部丘陵整備課

障がい児スポーツ教室 
障がいのある小学生以上の方を対象に、年間 36 回程度スポ

ーツ教室を開催します。 
障がい福祉課 

 

 

 

 

 

 

その他の取組 
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        子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

 

目指す姿１  親子の健やかな子育て・子育ちを切れ目なく支える 
 

子どもたち一人ひとりが人間としてかけがえのない存在であることを実感しながら、

家族に育まれ、家庭や社会の一員として人との関係を築くことができるようになるため

には、身近な大人との関係で安心できることが第一歩となります。そして、大人も子ど

ももともに育ち合うことが重要です。 

家庭の状況がさまざまに多様化してきている中、妊娠・出産から乳幼児期を通じて母

子の健康確保や育児不安の解消を図る相談・支援体制の更なる充実が求められていま

す。 

これら、相談支援体制の充実や保育環境の整備、育児支援事業の推進等により、子ど

もの心豊かな成長と親になる力を身につけるための切れ目のない支援を目指します。 

 

基本施策（１） 親スタート期を支える 

 

 

家庭の養育力が低下する中、親が愛情と自信と責任をもって子育てをしていくために

は、「親育ち」への支援が求められています。 

町田市の、妊婦健康診査は高い受診率を維持しており、母子保健訪問指導事業などに

よる母子の健康確保や育児不安の解消を図る相談・支援体制は充実しています。 

しかし、妊娠期からの支援を更に推進していくため、相談への適切な対応が図られる

体制の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

安心して出産・子育てができるよう、関係機関と連携を強化しながら、健康診査、健

康相談等の母子保健事業をきめ細かく実施していきます。 

また、親のスタート期である妊娠・出産から育児まで子育て家庭が自信とゆとりを持

って楽しく子育てができるよう、安心して相談・支援を受けられる切れ目のない支援体

制の充実を図ります。  

基本目標 

Ⅱ 

現状と課題

施策の方向性 

市民の声

・保育士訪問はすごく良かった。初めての出産は不安がたくさんあったので、希望

者でいいので妊婦訪問などがあったらいい。 
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取組 内容 担当課 

利用者支援事業* 

 (出産・子育て応援事業) 

全ての子育て家庭に対して、妊娠期から市の専門職が関わり、

子育て期まで切れ目なく支援を行います。 

全ての妊婦を対象として専門職が面接を行い、心身の状態や

子育て支援のニーズ等を把握します。支援を要する者に対し

て支援プランを作成し、効果検証を行い、就学前まで支援し

ます。 

また、関係機関と連携し、出産後も子育てに係る施設や事業

等の情報を提供し、支援を継続します。 

保育・幼稚園課

 

子育て推進課 

 

保健予防課 

指標 実施 

目標 

現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

未実施 

特定型 

 

 

 

基本型 

母子保健型 

   

*「町田市子ども・子育て支援事業計画」に記載されている事業です。 

 

    

 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

育児支援ヘルパー事業 

出産後育児、家事等の援助を必要とする母に対し、ヘルパー

を派遣することにより、育児の身体的及び精神的負担の軽減

を図ります。 

子ども家庭支

援センター 

指標 利用者数（世帯） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

67 147 153 159 165 171 

 

取組 内容 担当課 

両親学級* 
初めての子どもを妊娠・出産し子育てを始めるにあたり、父

親が母親の育児支援ができるように、父親の参加を促します。 
保健予防課 

指標 父親の参加人数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

281  290 300 310 320 330 

    *2015 年度に「母親学級」から「両親学級」に名称変更。現状値は「母親学級」の実績 

  

主な取組

利用者支援事業には 3つの型があります。 

 特 定 型：市の窓口で相談支援を行い、子育て支援に係る施設や事業等の情報を提供します。 

基 本 型：地域子育て相談センターの機能を活かし、利用者に対し地域の子育て支援に係る施設や事業等 

の情報を提供し、また利用者がより良い選択ができるようにアドバイスなどを行います。 

 母子保健型：全ての妊婦を対象として専門職が面接を行い、心身の状態や子育て支援のニーズ等を把握します。 

また、支援を要する者に対して支援プランを作成し、効果検証を行い、就学前まで支援します。 

  ※基本型については、2015 年度から取り組んでいますが、本格的には 2016 年度からスタートします。 
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取組 内容 担当課 

妊婦健康診査* 

妊婦の健康保持及び増進を図るため、健康状態の把握、検

査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中に必要

に応じて医学的検査を実施します。 

保健予防課 

こんにちは赤ちゃん訪問* 

（乳児家庭全戸訪問事業） 

生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て

支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行います。 
保健予防課 

母子健康手帳 
妊娠・出産・各種健康診査・予防接種を記録し健康の保持増

進を図ります。 
保健予防課 

妊婦に対する医療費助成 
対象となる疾病により入院治療された方への医療費を助成

します。 
保健予防課 

プレママ＆新米ママ向け 

「あかちゃん布絵本の作り

方教室」 

産前・産後の女性は社会とのつながりが薄く、育児におい

て孤立感を感じやすいため、布絵本作りという連続講座を

設定し、同じ立場の女性同士で悩みや不安を共有し、子育

てに関する情報交換や交流の場を提供します。また、保育

を利用して、子どもと離れ、自分の時間を持つことで、育児

ノイローゼやうつ予防の推進を図ります。 

市民協働推進課

男女平等推

進センター 

プレママクッキング 
妊娠中の健康管理・正しい食生活の支援を行い、母子の健

康増進を図ります。 
保健予防課 

子どもセンター事業 

（子育てスタート期の支援） 

妊婦と新生児を持つ保護者の交流を楽しむとともに、出産

後のイメージをもつこと、育児不安を緩和することを目的

に、スタイづくりやおもちゃ作り、講座などを実施します。 

児童青少年課

出産育児一時金事業 
国民健康保険被保険者が出産した際に、出産育児一時金を

支給します。 
保険年金課 

国民健康保険出産費資金貸

付 

出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で出産費用

の貸付けを行います。 
保険年金課 

*「町田市子ども・子育て支援事業計画」に記載されている事業です。 

 

その他の取組 
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基本施策（２） 子育て期を支える 

 

 

乳幼児期は、生涯にわたる生活習慣と人格の基礎を形成する最も大切な時期であり、

この時期に良好な親子関係を築くことが大切です。また核家族化やひとり親家庭の増加

などの影響により、子育ての孤立から育児不安に陥ることが懸念され、子ども家庭支援

センターの相談件数も増加しています。 

今後、妊娠期からの切れ目のない子育て支援を進める上で、さまざまな地域の資源を

活用しながら、庁内各部署や関係団体とさらに連携し、親子の居場所づくりや相談に来

られない人へのフォローも含めた支援体制を充実させる必要があります。 

 

 

子育てや家庭教育について、地域の中の身近なところで相談しやすい環境を整備する

とともに、あらゆる相談が的確に速く対応できるように体制の充実に努めます。 

また、出産や子育てに不安を持つ保護者に対して、自分に合った子育ての仕方を学ぶ

場や親子の居場所を提供し、いきいきと自信を持って子育てができるよう、親育ちへの

取り組みを推進します。 
 

 

 

取組 内容 担当課 

親支援プログラム事業 

子育て中の保護者向けの連続 6 回の講座を実施することで、

保護者の養育力の向上を図り、保護者同士の交流の機会を提

供します。毎年、新たな参加者を募り、支援を広げていきま

す。 

子育て推進課 

指標 参加者数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

27 36 36 36 36 36 

    

取組 内容 担当課 

家庭教育支援事業 

子育てをしている親が、家庭教育や子育てに関する不安を解

消するとともに、子育てを通じた仲間づくりにつなげられる

よう、さまざまな学習の機会を提供します。 

生涯学習セン

ター 

指標 実施延べ回数（回） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

117 119 129 139 139 139 

 

  

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

目指す姿１ 親子の健やかな子育て・子育ちを切れ目なく支える 

現状と課題

施策の方向性 

主な取組
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取組 内容 担当課 

各種乳幼児健康診査 
各健診で乳幼児の健康増進、疾病の早期発見と保護者への育

児支援を行います。 
保健予防課 

指標 受診率（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

93.2 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

利用者支援事業* 

（再掲） 

全ての子育て家庭に対して、妊娠期から市の専門職が関わり、子

育て期まで切れ目なく支援を行います。 

全ての妊婦を対象として専門職が面接を行い、心身の状態や子育

て支援のニーズ等を把握します。支援を要する者に対して支援プ

ランを作成し、効果検証を行い、就学前まで支援します。 

また、関係機関と連携し、出産後も子育てに係る施設や事業等の

情報を提供し、支援を継続します。 

子育て推進課

マイ保育園登録事

業* 

在宅子育て家庭を対象に、近隣の公私立保育園を登録してもらい

「マイ保育園（かかりつけ窓口）」として気軽に相談したり子ど

もの身長体重を測定してもらいます。また、マイ保育園から定期

的に登録者へ子育て情報を送付します。 

子育て推進課

子育てひろば事業* 

乳幼児親子に居場所を提供します。また、プログラムサービスを

行い、子育ての楽しさを実感し、利用者同士の交流を深めること

も目的とします。 

子育て推進課

養育支援訪問事業* 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に

関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の

実施を確保します。 

子ども家庭支

援センター 

ショートステイ・

トワイライトステ

イ* 

保護者の疾病等の理由により当該児童を養育することが一時的

に困難な場合に、短期的に当該児童を養育します。 

子ども家庭支

援センター 

子どもとその家庭

からの総合相談

（再掲） 

0 歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を受けます。必要に

応じて各種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調整をし、

問題の解決に向けたサポートを行います。 

子ども家庭支

援センター 

学童保育クラブ親

子遊び 

学童保育クラブを開放し、乳幼児親子に居場所を提供します。ま

た、プログラムサービスを行い、子育ての楽しさを実感し、利用

者同士の交流を深めることも目的とします。 

児童青少年課

予防接種 
乳幼児の疾病の予防・まん延防止のため、予防接種・助成を行い

ます。 
保健予防課 

妊婦・乳幼児精密健

康診査 

各健診で乳幼児の健康増進、疾病の早期発見と保護者への育児支

援を行います。 
保健予防課 

*「町田市子ども・子育て支援事業計画」に記載されている事業です。 

  

その他の取組 
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取組 内容 担当課 

離乳食・幼児食講習会 

健康教育・乳幼児栄

養食品支給 

母子の健康増進を図るために行います。 保健予防課 

虫歯予防教室 虫歯予防の関心を高めるために行います。 保健予防課 

食育講演会、各種親

子教室 

子育てに関するさまざまな講演会や親子の体験教室を実施しま

す。 

市民協働推進

課 

親子体操教室 
体操を通じ親子のスキンシップを深めると共に、同じ年頃の子ど

もを持つ親同士のコミュニケーションを図ります。 

スポーツ振興

課 
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基本施策（３） 男女共同の子育てを進める 

 

 

喜びや楽しみをもって子育てするためには、社会全体で子育てを支援することはもと

より、子育ての場の基本である家庭において、男女が互いによきパートナーとして、家

事・育児をともに担い合うことが望まれます。 

しかし、保護者に対するアンケート調査によると、子どもの身の回りの世話などを主

に行っている人が、「母親」の割合は 8 割となっており、依然として女性が家事・育児

を担う状況がうかがえます。 

男女共同の子育ては、男女がともに人生の各段階に応じて多様な働き方を選択でき、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が実現される社会を目指すことが必要

です。併せて、家庭内においても男女が担う家事・育児等のバランスが大切です。 

 

 

これまで育児や家庭への参画が少なかった男性が積極的に関わり、ともに子育てを担

うよう男女共同の子育てを推進して行きます。また、併せて仕事と家庭の両立推進企業

の表彰等、ワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。 

 

 

 

【子どもの身の回りの世話などを主に行っている人の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもセンター事業 
父親向けの育児講座等を通じて子育ての楽しみを味わい、育

児参加を促します。 
児童青少年課 

指標 実施回数（回） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

2 6 8 16 16 24 

  

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

目指す姿１ 親子の健やかな子育て・子育ちを切れ目なく支える 

主な取組

現状と課題

施策の方向性 

調査結果

N =

就学前児童保護者　　988

小学生保護者　　　　922

0.8

0.7

80.9

78.9

15.6

18.7
1.4

0.8

0.5

0.1

0.8

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主に父親 主に母親 父母共に 主に祖父母 その他 無回答



  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

53 

第
１
章
 
計
画
の
概
要
 

第
２
章
 
町
田
市
の
子
ど
も
を
 

取
り
巻
く
状
況
 

第
４
章
 
施
策
の
展
開
 

（
前
期
行
動
計
画
）

第
５
章
 
計
画
の
推
進
 

第
３
章
 
計
画
の
基
本
的
な
 

考
え
方
 

参
考
資
料
 

 

 

 

取組 内容 担当課 

就職支援セミナー 
働きたいと考えている女性たちに、就職に向けて一歩を踏み出

すための意識付けの場を提供します。 

市民協働推進課

男女平等推進セ

ンター 

仕事と家庭の両立

推進企業賞 

仕事と家庭の調和（ワークライフバランス）推進に積極的に取

り組む、市内の企業・事業所を表彰します。 

市民協働推進課

男女平等推進セ

ンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
「男女平等推進計画」 

 

基本理念 

「男女平等参画社会の形成をめざして」 

人権は人類が共有する普遍的な価値であり、男女平等参画社会を形成する上で、

最も基本となるものです。 

「町田市男女平等推進計画」は、男女がその基本的人権を尊重し合い、自らの意

思によってあらゆる分野の活動に対等な立場で参画する機会が確保され、政治的、

経済的、社会的、文化的利益をともに享受することができ、かつ、ともに責任を担

っていくことのできる、「男女平等参画社会」の形成をめざして策定するもので

す。 

2001 年（平成13 年）に行われた「男女平等参画都市宣言」に基づき、これまで

の行動計画の成果を継承しつつ各種の施策を充実し、市民一人ひとりの生き方に沿

った男女平等参画社会の実現をめざします。 

 

基本目標Ⅰ 男女平等参画のための社会づくり 

基本目標Ⅱ 人権の尊重と生涯にわたる健康支援 

基本目標Ⅲ ワーク・ライフ・バランスの実現 

 

男女平等参画都市宣言 
わたしたちは、男女が平等で、一人ひとりの人権を尊重し合い、個性と能力を十

分に発揮し、自立して生きる社会をめざします。２１世紀を迎え、町田市は、職

場・学校・地域・家庭をはじめ、社会のあらゆる領域で、男女の真の平等と真の参

画を推進するためここに、「男女平等参画都市」を宣言します 

２００１年２月１日町田市

その他の取組
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基本施策（４） 親の悩みを支える 

 

 

少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化が進むにつれ、孤立した不安な子育てを

余儀なくされている保護者が増えていると考えられ、家庭の養育能力の低下や家庭だけ

では解決できない問題も多くなっています。 

市民意識調査によると、育児について「気軽に相談できる相手がいなかった」と答え

た保護者の割合は微増し、保護者に対するアンケート調査では、子育てに関して、日常

悩んでいること、または気になることとして「子どものしつけに関すること」を始め、

さまざまな悩みや心配事を抱えている保護者の姿がうかがえます。また、中にはそうし

た子育ての不安や悩みを相談していない・できない保護者もいます。 

妊娠・出産・子育て・保育など、子どもや保護者の多岐にわたる悩みや不安を相談で

きる体制の強化や、親同士が交流できる居場所の充実が必要です。 

 

 

【子育てに関して、日常悩んでいること、または気になること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

目指す姿１ 親子の健やかな子育て・子育ちを切れ目なく支える 

％

保育サービスの費用や学費など子育て
に出費がかさむこと

子どもを叱りすぎているような
気がすること

子育てによる身体の疲れが大きい

子どものしつけに関すること

仕事や自分のやりたいことが
十分できないこと

食事や栄養に関すること

子どもの病気や発育・発達に関すること

子どもの就園・就学・進学などについて

子どもとの時間が十分にとれないこと

子どもの友だちづきあい（いじめ等を含む）
に関すること

配偶者・パートナー以外に子育てを
手伝ってくれる人がいないこと

子育てに関しての配偶者・パートナーの
協力が少ないこと

子どもとの接し方に自信が持てないこと

地域の子育て支援サービスの内容や
利用・申込方法がよくわからないこと

子育てのストレスがたまって、子どもに手をあげたり、
世話をしなかったりしてしまうこと

配偶者・パートナーと子育てに
関して意見が合わないこと

話し相手や相談相手がいないこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・
職場などのまわりの目が気になること

住居や周辺の環境が良くないこと

育児の方法がよくわからないこと

登園・登校拒否などの問題について

その他

特にない

無回答

43.2

33.9

33.6

32.4

31.4

24.1

21.2

19.9

18.9

17.5

11.7

11.2

7.2

6.1

5.6

4.8

4.6

3.8

2.5

6.1

1.4

38.4

32.4

19.3

28.6

21.5

11.1

16.5

20.6

18.1

23.9

8.1

12.1

9.7

2.8

4.7

8.7

4.3

3.3

5.0

2.0

2.2

5.0

13.8

0.9

7.2

7.1

13.5

0 10 20 30 40 50

調査結果

就学前児童保護者（N= 988)

小学生保護者（N= 922)
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複数の親子同士が交流でき、妊娠・出産・子育てなどの悩みについて話し合える場を

さらに充実させ、多くの親子の参加を促進します。 

また、親としての自覚を持ち、子どもと向き合いながら自分らしい子育てができるよ

う、地域子育て相談センター等で、育児講座などの育児支援を通して、家庭の教育能力

を高めていきます。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもとその家庭の総

合相談（再掲） 

0 歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を受けます。必

要に応じて各種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調

整をし、問題の解決に向けたサポートを行います。 

子ども家庭 

支援センター 

指標 相談件数（件） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

2,089 2,310 2,541 2,795 3,074 3,381 

 

取組 内容 担当課 

しゃべり場 

（育児支援事業） 

孤立している家庭への母親育児支援事業として「子育てママ

のしゃべり場（定員 10 名）」を年 12 回開催します。 

子ども家庭 

支援センター 

指標 参加率（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

58 67 75 83 92 100 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

主な取組

・市民センターで行われている乳幼児、母親向けの集まりに参加し、気分転換にな

ったが物足りなかった。土日に任意で参加できる親子イベントや父親・母親同士

の交流会、セミナー等があるとよい。 

市民の声
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取組 内容 担当課 

乳幼児・母性相談 
育児や離乳食・幼児食、お母さんの身体や気持ちのことなどの

相談を受け付けます。 
保健予防課 

マイ保育園登録事

業*（再掲） 

在宅子育て家庭を対象に、近隣の公私立保育園を登録してもら

い「マイ保育園（かかりつけ窓口）」として気軽に相談したり

子どもの身長体重を測定してもらいます。また、マイ保育園か

ら定期的に登録者へ子育て情報を送付します。 

子育て推進課 

保護者に対する発

達に関する相談及

び支援 

心身の発達に遅れやその心配のある乳幼児を持つ保護者からの

相談を受け、助言を行います。 
すみれ教室 

今どき思春期の 

レンアイ事情 

子どもが親には話さない恋愛や性についての悩みをお伝えしま

す。また、ＳＮＳやデートＤＶなど最近の性被害の危険性につ

いても触れます。 

市民協働推進課

男女平等推進セ

ンター 

子育てサポート講

座 

子育てのヒントや子どもの危険防止などの育児講座を開催しま

す。 

市民協働推進課

消費生活センター

*「町田市子ども・子育て支援事業計画」に記載されている事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他の取組 
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目指す姿２   親が働くことを支える 
 

就労形態の多様化や共働き世帯が増加している中、育児休業など母親または父親が養

育に十分に携わることができ、かつ経済的に自立できるような社会整備が一層求められ

ています。さらに、休業して育児を行っている親が社会からの孤立感、閉塞感をもたず

にすむよう、子育て中でも社会参加できるような環境整備や、子育て後の職場復帰や再

就職の円滑化が望まれています。また、両親ともに就労を継続している場合でも、心理

的ゆとりを持って子どもとの関わりの時間を過ごせるようにすることが必要です。 

子育ての際に仕事との両立で後ろめたさを感じることのないように、また、さまざま

な状況の中で切迫した「綱渡り感」を持たずにすむように、保育サービスの質の確保と

利用の弾力化が求められています。 

 

基本施策（１） 保育支援の充実 

 

 

保護者の就労形態の多様化や共働き世帯の増加に伴い、保育所では定員を超える需要

が生まれ、低年齢児を中心に待機児童が発生しています。 

これまで、保育所の新設等による定員数の増加に伴い、待機児童数は毎年減少傾向に

ありますが、解消には至っていません。 

町田市子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査結果によると、現在

就労していない母親の７割以上が今後の就労を希望しており、今後も保育ニーズの高ま

りが続くことがうかがえます。 

町田市子ども・子育て支援事業計画の着実な推進により、待機児童を０（ゼロ）にす

ることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

 

現状と課題

市民の声

・保育園の待機児童削減をお願いします。 

・求職中の親でも、安心して子どもを定期的に預けられるように保育園を充実させ

て欲しい。 
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保育園の待機児童数の解消に向け、保育園等の整備拡充を積極的に行っていきます。 

また、子育て家庭が、不安や負担を抱え込むことなく、ゆとりをもって子育てができ

るように、きめ細かな子育て支援サービスを提供し、保護者の育児負担の軽減を図りま

す。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

幼児教育・保育施

設整備* 

幼稚園、認可保育所、認定こども園、家庭的保育者、小規模保育

所を整備します。 
子育て推進課 

ファミリーサポー

トセンター事業* 

地域の中で子育ての相互援助活動を行い仕事と育児の両立を支

援します。保育園・幼稚園などへの送迎、学校の放課後・学童ク

ラブの終了後の預かりなど、補助的、臨時的なお手伝いをします。 

保育・幼稚園課

一時保育事業* 一時的に乳幼児を幼稚園・保育所等でお預かりします。 保育・幼稚園課

延長保育事業* 
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日・時間以外に保

育を実施します。 

保育・幼稚園課

子育て推進課 

病児・病後児保育* 
病児及び病後児について、病院または保育所等に付設された専用

スペースにおいて、看護師等が一時的に保育等を実施します。 
子育て推進課 

学童保育クラブ事業* 

就労等により、保護者が昼間家庭にいない小学生に対し、授業の

終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び

生活の場を与えて、児童の健全な育成を図ります。 

児童青少年課 

定期利用保育事業* 
認可保育所の入所要件には満たないが、定期的に児童の保育がで

きない家族を対象に、一定程度継続的に預かります。 
保育・幼稚園課

年末保育 
年末に保護者の方が就労のため保育が必要である場合、お子さん

をお預かりします。 
子育て推進課 

   *「町田市子ども・子育て支援事業計画」に記載されている事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

主な取組
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基本施策（２） サービスの質の向上と効果的・効率的な提供の充実 

 

 

乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培うために重要な時期であり、

それを支える教育・保育サービスには、多様なニーズへの対応と共に、その内容にも高

い質が求められます。 

そのため、子どもを取り巻く環境の変化に対応しながら、質の高い教育・保育サービ

スの確保・向上を一層図っていくことが必要となります。 

 

 

 

 

教育・保育サービスに関わる人材の育成・研修や新たなサービスの提供などを通し

て、多様な保育ニーズに対応するとともに教育・保育サービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

送迎保育ステーション

事業 

【新規事業】 

駅近くの利便性の良い箇所で一時的に乳幼児を預かり、入所

している教育・保育施設等へ送迎を行い日中は各施設で保育

を行います。夕方以降親のお迎え時間に、送迎ステーション

へ送迎します。 

保育・幼稚園課

指標 利用延べ人数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

未実施 調査・検討  1,000 1,000 1,000 

 

 

 

 

現状と課題

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

目指す姿２ 親が働くことを支える 

主な取組

施策の方向性 
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目指す姿３   きめ細やかな支援が必要な家族を支える 
 

障がいのある子どもを抱えた家庭、ひとり親家庭、貧困を抱えた家庭等の子育ては、 

   親だけではなく、その家庭を取り巻く地域の支援が必要とされています。それぞれの子

育て家庭が、子育ての喜びや充実感を得られ、地域の中で安心して生活が送れるように

支援していきます。 

 

基本施策（１） 障がいのある子どもと家族への支援 

 

 

近年、幼稚園・保育園・学校において、困り感を持っている発達障がい等の子どもた

ちが増加の傾向にあります。また、従来の３障がい（身体・知的・精神）に加え、発達

障害（自閉症、LD、AD/HD、アスペルガー症候群等）を含めた支援体制を充実させ

ることが重要です。 

そのほかに、医療ケアを必要とする子どもの支援の充実も求められ、今まで以上に一

人ひとりの多様なニーズに応じた支援体制を充実させるとともに、関係機関との連携

や、就学時の連携を密に取っていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

 

市民の声

・発達障害の子を持つ親のケアの場がどこかで欲しかった。ペアレントトレーニン

グの場があれば、療育機関だけに頼るよりもスムーズに子どもたちの療育が進む

と思います。 

・障がいのハンデのある子が育っていける環境を作ってあげたいと強く思います。 
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障がい児が地域の中で安心して生活できるよう、保健、医療、福祉、教育等の各種施

策の円滑な連携により、一人ひとりの障がいの状況に応じた、継続的かつ総合的な支援

を推進します。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

発達に遅れや心配のあ

る子どもに対する療育 

心身の発達に遅れやその心配のある乳幼児の発達を促すた

め、療育・助言を行い、通園児数の拡大を図ります 。 
すみれ教室 

指標 週 5日の認可通園児数（人）・週 1日の認可通園児数*（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

40・0 40・0 44・6 44・12 44・18 44・18 

     *週 1 日の認可通園は 6人 1グループです。 

 

取組 内容 担当課 

保護者に対する発達に

関する相談及び支援 

心身の発達に遅れやその心配のある乳幼児を持つ保護者から

の相談を受け、助言を行います。 
すみれ教室 

指標 研修会の実施回数（回） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

8 23 24 29 29 29 

 

 

 

 

 

 

  

施策の方向性 

主な取組
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取組 内容 担当課 

就学・進学相談 

小学校への就学、中学校への進学の際に、何らかの障がいのあ

る子どものために、個々の特性に合わせた教育支援を保護者と

共に考えます。就学相談会は 16 回、進学相談会は 17 回行いま

す。 

教育センター 

障がい児通園促進事

業 

特別な配慮が必要な子どもを幼稚園等に通園させることによ

り、心身の発達を助長するものです。受け入れ施設への補助を

行います。 

保育・幼稚園課

すみれ教室の地域支

援（再掲） 

幼稚園・保育園等を対象に専門的な力量を向上させるため、研

修及び助言をします。 
すみれ教室 

療育セミナー 
幼稚園・保育園・学童保育クラブなどの職員に、障がいに対し

ての理解や援助の方法を学ぶための講演会を開催します。 
すみれ教室 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練

等の支援をします。 
障がい福祉課 

医療型児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練

等の支援及び治療をします。 
障がい福祉課 

放課後等デイサービ

ス 

学校（幼稚園、大学を除く）に就学しており、授業の終了後ま

たは休業日に支援が必要と認められた障がいのある児童に対

して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上

のため必要な訓練や社会との交流促進を行います。 

障がい福祉課 

障害児福祉手当 
20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生

活に常時介護が必要な人に支給します。 
障がい福祉課 

特別児童扶養手当 
日常生活に著しい制限を受ける 20 歳未満の障がい児を養育し

ている人に支給します。 
障がい福祉課 

重度心身障害者手当 
常時複雑な介護を必要とする障がい児、障がい者に対し支給し

ます。 
障がい福祉課 

重度障がい児者医療

連携事業 

医療的ケアを必要とする人も含めた重度障がい児者を対象に、

隣接する医療機関と連携し、家族の休息や緊急時のサービスと

して一時預かりを行います。 

障がい福祉課 

児童育成手当（育成・

障がい） 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育して

いるひとり親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対

して、手当を支給します。 

子ども総務課 

図書の点訳・音訳 

視覚に障がいのある子どもの読書のため、または視覚障がいの

親が子どもに読み聞かせができるようにするため、ご希望の本

を点訳・音訳し、提供します。 

図書館 

 

 

 

 

 

  

その他の取組 
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「第 4 次町田市障がい者計画」 

 

基本理念 

『命の価値に優劣はない』 

・自立と自己決定の尊重 
社会的な支援策としての障がい者施策は、市民の自立と自己決定を尊重し

ます。 

・地域生活の実現 
  障がい者固有のニーズが市民生活の中で満たされ、障がいのある人たちが

地域で暮らし続けられることを目指します。 

・市民参加による地域福祉社会の実現 
  障がいのある当事者はもとより、家族、関係職員、ボランティアなど、多

くの市民と市の共同の努力で地域福祉社会を形成します。  

・市民理解 
  障がい者が地域で暮らすためには、障がいに対する人々の理解が不可欠と

なります。市民の理解は得られつつありますが、啓発活動を一層進め、障が

いへの理解を深めていきます。 

 

障がい者の基本的人権の尊重 
 ・権利擁護の推進 

・虐待の防止 

・障がい者の参加機会の保障と権利の確立 

 
障がい者が自立して地域に暮らし続けるため、以下の分野別に課題と目標を設

定し、取り組んでいきます。 

 
１．学ぶことへの支援 

２．暮らすことへの支援 

３．働くこと・日中活動への支援 

４．相談支援 

５．保健・医療 

６．まちづくり 

７．共通理解・協働の基盤づくり 
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基本施策（２） ひとり親家庭・貧困への支援 

 

 

ひとり親家庭については、離婚の増加などにより年々増える傾向にあり、町田市で

は、ひとり親世帯が平成 22 年現在で 2,220 世帯となっています。 

母子家庭の場合は経済的な問題が、また父子家庭においては家事や子育てなど日常生

活における問題を抱えているケースが少なくありません。 

保護者に対するアンケート調査では、市の子育て支援施策に期待・重要視することと

して「ひとり親家庭に対する相談や生活支援の充実」を挙げる割合も一定数見られ、今

後もひとり親家庭の親と子が精神的にも経済的にも安心して暮らしていけるよう、情報

提供や相談体制を充実させることが求められています。 

 

 

【市の子育て支援施策に期待・重要視すること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

目指す姿３ きめ細やかな支援が必要な家族を支える

％

安心して子どもが医療機関にかかれる体制の
充実

保育サービスの費用負担や学費など経済的支
援の充実

地域における子どもの居場所の充実

犯罪や交通事故から子どもを守るための取り
組みの充実

仕事と子育てが両立できるよう保育所、幼稚
園の箇所数や内容の充実

子どもが安全に主体的に行動できるよう学校
教育環境の充実

子育てに関する相談、情報提供の充実

仕事と子育てが両立できるよう労働時間の改
善など、企業や労働者に対する啓発

親子・親同士の交流の場の充実

児童虐待やいじめ等に対する対策の充実

親子トイレ・授乳コーナーの設置や禁煙・分
煙など、子どもにやさしい環境整備の充実

母子の健康、子どもの発達支援のための健診
や訪問の充実

性や喫煙、薬物に関する正しい知識を習得す
るための思春期保健の充実

子どもを取り巻く有害環境対策の充実

子育ての負担軽減のためのヘルパー派遣など
の充実

家庭の教育力向上のための学習機会の充実

障がいのある子どもが地域で安心して生活で
きるよう障がい児施策の充実

正しい食生活を送るため、食に関する指導や
情報提供の充実

次代を担う子どもが家庭や子どもの大切さを
学ぶことができる場の充実

ひとり親家庭に対する相談や生活支援の充実

その他

無回答
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就学前児童保護者（N= 988)

小学生保護者（N= 922)

調査結果
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ひとり親家庭や経済的な困窮を抱えている家庭が自立し、安定した生活が送れるよう、

国や都と連携しながら、子育てをはじめ、生活、就業、経済面等、総合的な支援に努め、

自立に向けた制度の充実を図ります。 

また、子育てと就業を両立させることができるよう、支援体制の充実や情報提供に努

めるとともに、子どもの就学を支援し、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう防

止に向けた取り組みを進めます。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

ひとり親相談 ひとり親家庭の生活全般に関する相談を受け付けます。 
子ども家庭 

支援センター 

指標 相談件数（件） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

1,993 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 

 

取組 内容 担当課 

ひとり親家庭の就労支

援 

就業を目的として講座や訓練を受講する場合に給付金を支給

します。また、それぞれのニーズに応じて個別計画書を作成

し具体的な就労につながるよう支援します。 

子ども家庭 

支援センター 

指標 就職率（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

70 75 80 85 90 100 

 

取組 内容 担当課 

ひとり親家庭ホーム 

ヘルプサービス事業 

就労・技能習得等のため一時的に生活援助や子育て支援が必

要な場合や、ひとり親となり生活環境の激変のため日常生活

を営むことに支障が生じている場合等にヘルパーを派遣しま

す。 

子ども家庭 

支援センター 

指標 利用者数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

10 11 11 12 12 13 

 

 

  

施策の方向性 

主な取組
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取組 内容 担当課 

ひとり親家庭等医療

費助成制度 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育して

いるひとり親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対

して、保険の自己負担分の医療費を助成します。 

子ども総務課 

児童育成手当（育成・

障がい）（再掲） 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育して

いるひとり親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対

して、手当を支給します。 

子ども総務課 

児童扶養手当 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育して

いるひとり親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対

して、手当を支給します。 

子ども総務課 

入院助産 
経済的理由により出産費用がない妊婦が助産施設で出産した

場合、その費用を市が本人に代わって支払います。 

子ども家庭 

支援センター 

母子・父子及び女性

福祉資金 

ひとり親家庭の方等が経済的に自立して安定した生活を送る

ために必要な資金の貸付を行います。 

子ども家庭 

支援センター 

健全育成事業 

都及び市の要綱に基づき（都 10/10 補助）、生活保護を受けて

いる世帯の児童に係る、夏期休業中に行われる各種野外活動等

の参加費、学童服・運動衣の購入費、修学旅行の参加費を支給

することにより、当該児童の健全育成及びその者の属する世帯

の自立助長を図ります。 

生活援護課 

就学援助費・就学奨

励費 

お子さんを小・中学校に就学させることが経済的に困難な家庭

や特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者に対して、学用

品費・給食費など、学校でかかる費用の一部を援助します。 

学務課 

就労支援 

ハローワーク町田と共同で就労支援窓口「就労サポートまち

だ」を開設し、職業紹介、求人情報の提供等、就労への支援を

行います。 

生活援護課 

 

 

 

 

 

 

  

その他の取組 
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基本施策（３） 外国籍家族への支援 

 

 

（財）町田市文化・国際交流財団（町田市国際交流センター）では、外国人支援、国

際交流、国際理解・協力などの役割を担っており、国際理解の橋渡し的役割を果たして

います。 

町田市における外国籍市民は増加しており、さまざまな国の文化を持った子どもたち

も増えています。 

このような中、外国籍家庭の子どもが言葉や生活習慣などの文化の違いについて不安

を持つことなく生活や子育てをすることができる支援体制の充実が求められています。 

 

 

 

言語や文化の違いやコミュニケーション不足などからくる問題に対し、日本語講座や

相談会等を国際交流センターと連携を図りながら対処していきます。 

また、外国籍家族が不安なく子育てしていけるようさまざまな組織・機関が協力し合

える支援体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

日本語指導 

市立小・中学校に在籍する外国籍児童・生徒及び帰国児童・生

徒のうち、希望者に対して、国際交流センターと連携し、日本

語指導を中心とする特別指導・相談を行います。 

教育センター

指標 利用者数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

40 50 60 60 60 60 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

目指す姿３ きめ細やかな支援が必要な家族を支える 

施策の方向性 

主な取組
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基本施策（４） 被虐待児と家族への支援 

 

 

近年、少子化の進行や地域における連帯感の希薄化、育児情報の氾濫などを背景に、

育児のあらゆる場面において、親は多くの不安とストレスを抱えているといわれていま

す。これらも要因の一つとなり、わが子を虐待してしまう親の増加が全国的にも大きな

問題となっています。 

町田市においても、子ども家庭支援センターへの虐待に関する相談件数は増加傾向に

あり、また、保護者に対するアンケート調査では、市の子育て支援施策に期待・重要視

することとして「児童虐待やいじめ等に対する対策の充実」の割合が一定数見られ、虐

待への対応の期待感がうかがえます。 

虐待の背景は多岐にわたるため、発生予防から早期発見、早期対応、アフターケアに

至るまで切れ目のない総合的な支援ができるよう、関係行政機関のみならず、その他の

関係団体等も含めた積極的かつ幅広い協力・連携体制を充実させることが求められてい

ます。 
  

 

 

【市の子育て支援施策に期待・重要視すること（再掲）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

目指す姿３ きめ細やかな支援が必要な家族を支える

就学前児童保護者（N= 988)

小学生保護者（N= 922)

％

安心して子どもが医療機関にかかれる体制の
充実

保育サービスの費用負担や学費など経済的支
援の充実

地域における子どもの居場所の充実

犯罪や交通事故から子どもを守るための取り
組みの充実

仕事と子育てが両立できるよう保育所、幼稚
園の箇所数や内容の充実

子どもが安全に主体的に行動できるよう学校
教育環境の充実

子育てに関する相談、情報提供の充実

仕事と子育てが両立できるよう労働時間の改
善など、企業や労働者に対する啓発

親子・親同士の交流の場の充実

児童虐待やいじめ等に対する対策の充実

親子トイレ・授乳コーナーの設置や禁煙・分
煙など、子どもにやさしい環境整備の充実

母子の健康、子どもの発達支援のための健診
や訪問の充実

性や喫煙、薬物に関する正しい知識を習得す
るための思春期保健の充実

子どもを取り巻く有害環境対策の充実

子育ての負担軽減のためのヘルパー派遣など
の充実

家庭の教育力向上のための学習機会の充実

障がいのある子どもが地域で安心して生活で
きるよう障がい児施策の充実

正しい食生活を送るため、食に関する指導や
情報提供の充実

次代を担う子どもが家庭や子どもの大切さを
学ぶことができる場の充実

ひとり親家庭に対する相談や生活支援の充実

その他

無回答
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調査結果
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支援を必要とする子どもやその家庭に対し、子ども家庭支援センターを中心に、児童

相談所や保育機関、教育機関、医療保健機関、その他関係機関との連携を一層強化し、

情報を共有しながら切れ目のない支援を行っていきます。 

また、子ども家庭支援センターの児童虐待対策のコーディネート機能を強化し、相談

への対応に努めます。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもとその家庭から

の総合相談（再掲） 

０歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を受けます。必

要に応じて各種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調

整をし、問題の解決に向けたサポートを行います。 

子ども家庭 

支援センター 

指標 相談件数 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

2,089 2,310 2,541 2,795 3,074 3,381 

 

取組 内容 担当課 

子育て支援ネットワー

ク会議 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発

見や適切な支援を図るため、関係機関等の円滑な連携協力を

確保します。 

子ども家庭 

支援センター 

指標 参加率（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

87 90 93 95 97 100 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

地域ネットワーク機能

強化事業 

町田市子育て支援ネットワーク連絡会は要保護児童地域対策

協議会として位置づけられています。研修を年２回開催しま

す。 

子ども家庭 

支援センター

 

 

施策の方向性 

その他の取組 

主な取組
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目指す姿４   一人ひとりに情報が確実に届く 
 

安心して子どもが育ち、親が子育てできるためには、必要な人に情報が的確に届かな

ければなりません。また、多様な価値観に基づく情報の中から、子どもや親に必要な情

報が必要なときに届けられなければ、かえって混乱し不安感を抱いてしまいます。情報

の入手手段が多様化している中において、情報が分かりやすく適切に整理されて届けら

れることが必要です。 

 

基本施策（１） 子どもと親への情報の確保 

 

 

妊娠・出産・子育て・保育など、子どもや保護者の多岐にわたる悩みや不安を相談で

きる体制や、子育てを支援するサービスの充実が求められています。 

町田市でもこうした子どもや保護者を支援する取り組みの充実を図ってきています

が、その一方で、保護者に対するアンケート調査では、「知らない」の割合が高いサー

ビスもあり、こうした取り組みが十分に知られていない面もうかがえます。 

また、現代社会においては、さまざまな情報が流れていますが、情報があまりに多い

ため、その情報に惑わされ、必要な情報が選択できずに、かえってストレスや不安を大

きくしてしまうことも見られます。必要な人に必要な情報が的確に届く支援が必要で

す。 

また、保護者に対するアンケート調査では、市からの子ども・子育てに関する情報を

「市のホームページ」や「メール配信」で得ている保護者の割合が多くなっており、多

様なメディアを活用した情報発信が必要です。 

 

 

 

 

 

  

市民の声

・あまり子育てに関する情報が入ってこないので、もっと情報が入りやすくなるよう

にしてほしい。 

・何か催しがあるときは市のホームページで詳細を載せるようにしてほしい。 

基本目標Ⅱ 子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている 

現状と課題
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【公共サービスの認知状況（就学前児童保護者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公共サービスの認知状況（小学生保護者）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査結果 

⑫幼稚園の園庭開放等

⑬子どもセンター、子どもクラブ
の施設開放や子育て支援事業等

⑭ひなた村の施設開放や子育て支
援事業等

⑮大地沢青少年センターの施設開
放や宿泊事業等

⑧保育園での一時保育

⑨教育センターの教育相談

⑩子ども発達センターすみれ教室
の発達相談等

⑪保育所等の園庭開放や子育てひ
ろば

④準夜急患子どもクリニック

⑤子ども家庭支援センターの子育
ての総合相談

⑥子ども家庭支援センターの育児
支援ヘルパー

⑦子ども家庭支援センターのひと
り親家庭ホームヘルプサービス

N =922

①保健予防課の母親学級

②保健予防課の両親学級

③保健予防課の乳幼児母性相談、
講習会等を知っているか

76.0

67.2

81.0

67.6

84.7

64.0

67.2

84.4

23.5

45.1

60.4

90.5

57.8

46.3

61.3

22.5

30.9

16.7

30.0

13.4

33.9

30.3

13.7

74.3

52.7

37.5

8.5

39.8

51.6

37.3

1.5

1.8

2.3

2.4

1.8

2.1

2.5

2.0

2.2

2.2

2.1

1.1

2.4

2.1

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑫幼稚園の園庭開放等

⑬子どもセンター、子どもクラブ
の施設開放や子育て支援事業等

⑭ひなた村の施設開放や子育て支
援事業等

⑮大地沢青少年センターの施設開
放や宿泊事業等

⑧保育園での一時保育

⑨教育センターの教育相談

⑩子ども発達センターすみれ教室
の発達相談等

⑪保育所等の園庭開放や子育てひ
ろば

④準夜急患子どもクリニック

⑤子ども家庭支援センターの子育
ての総合相談

⑥子ども家庭支援センターの育児
支援ヘルパー

⑦子ども家庭支援センターのひと
り親家庭ホームヘルプサービス

N =988

①保健予防課の母親学級

②保健予防課の両親学級

③保健予防課の乳幼児母性相談、
講習会等を知っているか

50.4

49.9

74.8

73.4

91.3

50.3

38.6

93.2

24.4

47.0

63.5

88.9

65.3

51.8

60.8

48.7

49.3

23.8

25.6

7.9

48.4

59.7

5.8

74.2

51.9

35.4

10.7

33.0

47.2

38.2

0.9

0.8

1.4

1.0

0.8

1.3

1.7

1.0

1.4

1.1

1.1

0.4

1.7

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
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【市からの子ども・子育てに関する情報の入手手段】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネットの使用に関する親との取り決めの有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもと子育て中の親が必要とする時に必要な情報を得ることができるよう、子育て

に関する情報を、印刷物だけでなく、ホームページやメール配信など多様な手段を活用

し、常に新しい情報をきめ細かく発信していきます。 

 

 

 

  

％

市のホームページ

広報

メール配信

情報誌（のびっこ・各種案内パンフ
レット、冊子等）

その他

無回答

44.6

50.0

21.5

44.4

6.6

2.0

37.6

68.3

19.4

29.4

6.8

3.5

0 20 40 60 80 100

施策の方向性 

ある ない 無回答

就学前児童保護者（N= 988)

小学生保護者（N= 922)

N =

　中学生　　　　　　246

　高校生　　　　　　194 44.3

55.3

49.5

34.6

6.2

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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取組 内容 担当課 

子育て情報誌「のびっ

こ」 

町田市内の保育園・幼稚園・認定こども園・学童保育クラブ、

等に、子育て家庭を対象とした各種制度や保健事業などにつ

いて、紹介する情報誌を発行します。 

子育て推進課 

指標 配布部数（部）・場所（か所） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

9,500・234 9,500・234 9,500・234 9,500・234 9,500・234 9,500・234 

 

取組 内容 担当課 

子育てひろばカレンダ

ー 

各保育園のイベント情報等を市内５地域に分けて紹介する情

報紙を発行しています。毎月 25 日に最新号を発行し、記事の

掲載がある保育園や各公共施設等で配布します。 

子育て推進課 

指標 配布部数（部）・場所（か所） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

10,400・165 10,400・165 10,400・165 10,400・165 10,400・165 10,400・165

 

取組 内容 担当課 

ほっとメールまちだ 
子ども向けのイベントや小児科の休日当番医情報、子育て支

援情報等をメールにて配信します。 
子ども総務課 

指標 延べ登録者数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

27,247 29,304 31,362 33,419 35,476 37,534 

 

 

 

取組 内容 担当課 

ホームページ 

（キッズページ） 

子ども・子育てに関するさまざまな情報をわかりやすく掲載

します。 
各課 

みんなのおでかけマッ

プ 

「みんなのトイレ」が整備されている施設を中心に市内全域

のバリアフリー設備情報を掲載します。 
福祉総務課 

ごみナクナーレ 

子どもからお年寄りまで幅広い世代に、ごみの減量と資源化

を楽しみながら取り組んでもらえるように、市民や市民団体の取

り組み事例を中心に、ごみに関する情報をわかりやすく伝えま

す。 

３Ｒ推進課 

 

 

その他の取組 

主な取組
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    子どもが地域の中で大切にされている 

 

目指す姿１  人と人が関わりつながる場をつくる 
 

子どもや子育てしている人が自立するためには、一人ひとり力を出し合って友だちや

他の人とつながり、支え合うことが必要です。また、地域での子どもの安全確保や子育

て世帯の孤立を防ぐためには、地域における日常的な見守りや支え合いの力も必要で

す。地域のみんなで、子どもや子育てをしている人が安全に、安心して暮らせる関係と

環境をつくります。 

 

基本施策（１） 地域の人材育成と人材活用 

 

 

「すべての子どもと家庭」への支援を実現するためには、行政だけでなく、地域の住

民や事業所、団体などが協働し、それぞれの役割を果たすことが必要です。 

地域活動指導者の後継者が不足している中、地域で青少年を対象とした活動が活発に

行われるよう、青少年活動を指導することのできる人材の育成と活用の充実が求められ

ます。 

 

 

 

地域で子育てを支援していくため、ボランティア等の地域の人材育成に取り組みま

す。 

また、人材を活用し、地域で青少年を対象とした体験活動が活発に行われるように推

進します。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもセンター事業 地域団体や大学と連携し、さまざまなイベントを実施します。 児童青少年課 

指標 協力団体数（団体） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

30 36 48 56 64 72 

  

主な取組

現状と課題

施策の方向性 

基本目標 

Ⅲ 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

75 

第
１
章
 
計
画
の
概
要
 

第
２
章
 
町
田
市
の
子
ど
も
を
 

取
り
巻
く
状
況
 

第
４
章
 
施
策
の
展
開
 

（
前
期
行
動
計
画
）

第
５
章
 
計
画
の
推
進
 

第
３
章
 
計
画
の
基
本
的
な
 

考
え
方
 

参
考
資
料
 

 

 

取組 内容 担当課 

ひなた村創作教室事業 

（指導者向け講座、協

働講座） 

青少年指導者向けの指導技術の向上を目的とした講座、及び

指導者団体との協働による講座を実施します。 

児童青少年課 

（ひなた村） 

指標 実施回数（回）・参加者数（人） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

14・175 12・220 18・330 18・345 24・460 24・480 

 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

在宅サービス基盤整備

事業 

養育家庭の新規開拓と養育家庭に関わる人の理解と協力を促

進するために、体験発表会を実施します。また、普及活動の

一環として、市内イベントにも参加し、ＰＲを展開します。 

子ども家庭支

援センター 

家庭教育支援事業 
地域ぐるみの家庭教育支援につながるよう、地域の家庭教育・

子育て支援の担い手となるグループを育成します。 

生涯学習セン

ター 

生涯学習センター事業 
さがまちカレッジなど、相模原・町田地域の大学と連携し、

さまざまな体験学習講座を実施します。 

生涯学習セン

ター 

ジュニアフットサルス

クール 
トップレベルのプロ選手から基礎技術を学びます。 

スポーツ振興

課 

 

 

 

  

その他の取組 
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基本施策（２） 地元事業所・商店の関わり 

 

 

子どもや子育てを地域で見守り、支えあうことができるような仕組みづくりには、地

域の事業所・商店などの関わりも必要です。 

今後も子ども・子育て支援について、地元事業所・商店等との協働を図るとともに、

子育て家庭と地元事業所・商店が関わる機会を確保していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元事業所・商店会・商店との協働によるイベントや職業体験等を通じて、子どもや

保護者と地域が関わりを持ち、地域の支えあいの中で子どもを育てていけるよう機会を

つくっていきます。 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもセンター事業 町内会や地元事業所と協働でイベントを実施します。 児童青少年課 

指標 実施回数（回） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

14 14 18 18 18 18 

 

 

 

取組 内容 担当課 

職場体験 

総合学習の中で、事前に派遣先の事業所について調べ学習を行い、５日

間就労体験をします。体験後、事業所へのお礼の文書および報告書を作

成します。 

指導課 

まちだ★こど

もフェスタ 

こどもの日において、こどもたちがスポーツに親しむきっかけを作り、

地域の交流を図るために、スポーツ教室や体操などさまざまなイベント

を行います。 

スポーツ振

興課 

現状と課題

基本目標Ⅲ 子どもが地域の中で大切にされている    

目指す姿１ 人と人が関わりつながる場をつくる

施策の方向性 

その他の取組 

主な取組

・周囲で助けあげられる環境をつくってほしい。コミュニケーションを取れる場を

つくってほしいと感じています。 

市民の声
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基本施策（３） 体験できる場の充実 

 

 

子どもの成長にとって、さまざまな体験や人との関わりから学ぶ機会や場を充実さ

せ、体験を積み重ねていくことが重要です。 

中高生へのアンケート調査では、子どもが放課後過ごす場所として、「自分の家」「部

活動」「塾や習い事」が多く、「市の施設（子どもセンター、図書館、冒険遊び場）」「近

所の公園」などが少ない状況です。 

子どもがさまざまな体験や人との関わりから自立と協働をはぐくむことができるよう、

体験ができる場の充実を図り、子どもの体験活動を推進していく必要があります。 

 

 

 

【放課後（夕方）や休日に過ごす場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅲ 子どもが地域の中で大切にされている    

目指す姿１ 人と人が関わりつながる場をつくる

％

自分の家

部活動

塾や習い事

友だちの家

学校

スポーツをするところ

近所の公園

祖父・祖母の家

市の施設（子どもセンター、
図書館、冒険遊び場など）

広場や空き地

コンビニ

ファミレスやファーストフードの店

ゲームセンター

親せきの家

放課後等デイサービス

アルバイト・仕事先

その他

無回答

91.9

56.5

44.7

18.7

16.3

14.2

11.0

9.8

5.7

4.5

2.8

2.4

2.0

1.6

0.4

0.0

3.7

0.4

87.1

52.1

15.5

8.8

26.3

8.2

3.1

3.1

3.1

1.5

3.1

5.7

4.6

1.5

0.5

9.8

6.2

1.0

0 20 40 60 80 100

調査結果

中学生(Ｎ＝246)

高校生(Ｎ＝194)



 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

78 

第
１
章
 
計
画
の
概
要
 

第
２
章
 
町
田
市
の
子
ど
も
を
 

取
り
巻
く
状
況
 

第
３
章
 
計
画
の
基
本
的
な
 

考
え
方
 

第
４
章
 
施
策
の
展
開
 

（
前
期
行
動
計
画
）
 

第
５
章
 
計
画
の
推
進
 

参
考
資
料
 

 

 

子どもがさまざまな体験や人との関わりから自立と協働をはぐくむことができるよう、

異年齢交流や子どもの自発的な遊びなどを行う場等、さまざまな体験ができる場の充実

を図ります。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

常設型冒険遊び場 
冒険遊び場活動を行う団体を支援し、常設型の設置を拡充し

ます。 
児童青少年課 

指標 設置か所数（か所） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

1 2 2 3 3 4 

 

取組 内容 担当課 

ひなた村創作教室事業 

（プログラムサービス） 

青少年団体や青少年指導者団体の活動を、工作、スポーツ、

野外体験などのプログラムサービスを提供・指導することで

支援します。 

児童青少年課 

（ひなた村） 

指標 青少年指導者団体数（団体） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

3 5 6 7 8 10 

 

取組 内容 担当課 

大地沢青少年センター 

事業 

工作、キャンプ等の野外体験、川上村での林業・農業体験な

ど、さまざまな体験活動ができるプログラムサービスを提供

します。また、宿泊施設もあります。 

大地沢青少年

センター 

指標 利用者満足度（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

76 77 78 79 80 80 

 

 

 

取組 内容 担当課 

生涯学習センター事

業（再掲） 

さがまちカレッジなど、相模原・町田地域の大学と連携し、さ

まざまな体験学習講座を提供します。 

生涯学習 

センター 

 

  

施策の方向性 

主な取組

その他の取組 
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基本施策（４） 交流できる場の充実 

 

 

市内には子どもセンターや子どもクラブを始め、地域活動や交流の場として利用でき

る施設が整備されています。 

中高生に対するアンケートでは、放課後や休日に友だちと過ごす場所について、「の

んびりできる場所」「友だちと集まっておしゃべりできる場所」「運動ができる場所」の

割合が高くなっています。 

地域の中で安心して子どもがさまざまな人と交流を図る場として、子どもの居場所づ

くりを積極的に推進していく必要があります。 

 

 

 

 

【放課後（夕方）や休日に友だちと過ごす場所として要望する場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅲ 子どもが地域の中で大切にされている    

目指す姿１ 人と人が関わりつながる場をつくる

％

勉強ができる場所

本が読める場所

運動ができる場所

のんびりできる場所

音楽の練習ができる場所

テレビが見られる場所

ゲームができる場所

インターネットができる場所

自分と同じくらいの年齢の人
と交流できる場所

自分と違う年齢の人と交流
できる場所

友だちと集まっておしゃべり
できる場所

その他

無回答

23.2

7.3

41.9

45.9

11.8

10.6

22.0

15.9

6.1

3.7

39.8

4.1

6.1

30.4

5.2

38.7

54.1

9.8

7.2

13.4

16.0

4.6

1.0

33.5

4.1

6.2

0 20 40 60 80 100

調査結果

中学生(Ｎ＝246)

高校生(Ｎ＝194)
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【放課後（夕方）や休日に過ごしたい場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域の人（子どもから大人まで）と関わりを持つことでどんな良い事がありますか？ 

・困った時に助けてくれる  ・何かあった時に相談できる 

・防犯が強まる    ・色々なことを学べる 

・不審者におそわれそうになった時助けてくれる 

・人生経験などを話してくれて、ためになった 

  

子ども委員会の声 

％

自分の家

祖父・祖母の家

親せきの家

友だちの家

近所の公園

広場や空き地

学校

部活動

スポーツをするところ

図書館

子どもセンター、子どもクラブ

冒険遊び場

中高生が専用で使えるところ

塾や習い事

アルバイト・仕事先

コンビニ

ゲームセンター

ファミレスやファーストフードの店

放課後等デイサービス

その他

無回答

86.2

9.3

3.3

30.1

12.2

4.1

8.5

32.5

20.7

9.3

1.6

3.7

8.9

14.6

0.4

1.6

9.8

6.1

0.4

5.3

1.6

82.5

4.1

1.5

21.1

4.6

5.7

10.8

38.7

16.5

11.9

1.0

2.6

11.3

9.3

3.6

0.5

9.3

9.3

0.5

3.6

2.6

0 20 40 60 80 100

中学生(Ｎ＝246)

高校生(Ｎ＝194)
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② みなさんの周りでは地域との交流はできていますか？ 

・できていない。したくない人もいる 

・掃除の時に少し 

・ボーリング大会、公園そうじ、盆踊り、スイカ割りなど 

・おはやしを教えてもらっている 

・近所の人とだけあいさつする  ・話しかけられる 

・顔は覚えている   ・親が引っ張ってくれて関わりを持つ 

 

 

③ 今後、交流を深めていくためにはどんな事が必要だと思いますか？ 

・他の地域（町内会、子ども会、学校）の子ども同士が交流できるイベントを作る 

・あいさつをする   ・イベントに参加する 

・イベントをたくさんする   

・百人一首や昔遊びでお年寄りと交流する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の中での公共施設等の活用を図り、地域活動等を通した交流の場や居場所づくり

を推進します。 

また、既成の事業参加型だけでなく、子どもが地域の中でさまざまな人と気軽に交流

することができる場の充実とともに、自主を重んじ、自由に活動や学習、遊びができる

子どもの居場所づくりを積極的に推進していきます。 

 

施策の方向性 

・まちともが毎日ある学校のおかげで助かっております。図書館も利用できる点は

とてもよいです。 

・まちともを授業終了直後からにしていただきたいです。一度下校してからですと

時間がかかり遊ぶ時間が少なくなるのと、そのまま、まちともで遊んで帰るほう

が安全だと思います。 

市民の声
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取組 内容 担当課 

子どもセンター・子ど

もクラブ整備事業 

「子どもの成長・発達を促す遊びの拠点」と「核家族化・少

子化が進むなかでの子育て支援」を理念とし、市内に 5 館

を目標に子どもセンターを整備します。また、子どもセン

ター整備完了後、「子どもの居場所の配置に関する基本構

想」に基づき、中学校区への子どもクラブ整備を進めます。 

児童青少年課 

指標 
子どもセンター整備施設数（か所） 

子どもクラブ整備施設数（か所） 

目標 

現状(2014年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

1 1 ― ― ― ― 

0 0 1 1 1 1 

 

取組 内容 担当課 

放課後子ども教室 

（まちとも） 

「放課後子ども総合プラン」に基づき、子どもの居場所づく

りのため、子どもにとって最も身近な学校を活用した取り組

みを進めます。 

現在、市内４２小学校中４１校で実施している放課後子ど

も教室（まちとも）について、自由に遊べる安心安全な居場

所として、引き続き学童保育クラブと連携した運営を推進す

るとともに、学校の教室等を活用した地域団体による運営等、

全ての児童が参加できるよう事業内容の拡充を図ります。 

児童青少年課 

指標 
地域団体等による、教室等を活用した運営か所数（か所） 

放課後子ども教室と一体的な取り組みを行っている学童保育クラブ数（か所） 

目標 

現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

0 1 2 4 6 8 

33 34 35 37 38 39 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもセンター事業

（再掲） 

キャンプやスポーツなどさまざまな体験を通じて、子ども同

士から大人まで幅広く交流できる場を提供します。 
児童青少年課 

ひなた村イベント事業

（大規模イベント） 

（再掲） 

野外体験など集団活動を通じて、思いやりや協調性、コミュ

ニケーションをはぐくむ場を提供します。 

児童青少年課 

（ひなた村） 

高齢者と近隣保育園児

等との交流（再掲） 

近隣保育園の園児達が各高齢者福祉センターへ来館し、歌や

ダンスや劇をセンター利用者の高齢者の方々に披露します。

また、高齢者と園児達が一緒に手遊びやゲームを楽しみ、交

流を図ります。 

高齢者福祉課 

 

  

主な取組

その他の取組
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基本施策（５） 子どもセンター・地域子育て相談センターを中心とした地域づくり 

 

 

町田市では、子どもセンター５館構想のもと、子どもたちの遊び、成長、発達の拠点

として 2014 年 1 月に４館目の子どもセンター「ただＯＮ」を開館しました。2016

年 4 月には 5 館目の子どもセンターが町田地域に開館する予定です。 

また、2014 年 4 月から市内５地域に拠点となる地域子育て相談センターを設置

し、保育園や幼稚園等の子育て関連施設で行う子育てに関する相談等（マイ保育園事

業）の支援や、アウトリーチ（出張子育て相談等）、専門部署との連携により、地域全

体で子育てを支援する体制の充実を図っています。 

今後も関係機関と連携を図り、地域の子育て支援拠点として、さらに充実していく必

要があります。 

 

 

【公共サービスの認知状況（就学前児童保護者）（再掲）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題

基本目標Ⅲ 子どもが地域の中で大切にされている    

目指す姿１ 人と人が関わりつながる場をつくる 

調査結果

⑫幼稚園の園庭開放等

⑬子どもセンター、子どもクラブ
の施設開放や子育て支援事業等

⑭ひなた村の施設開放や子育て支
援事業等

⑮大地沢青少年センターの施設開
放や宿泊事業等

⑧保育園での一時保育

⑨教育センターの教育相談

⑩子ども発達センターすみれ教室
の発達相談等

⑪保育所等の園庭開放や子育てひ
ろば

④準夜急患子どもクリニック

⑤子ども家庭支援センターの子育
ての総合相談

⑥子ども家庭支援センターの育児
支援ヘルパー

⑦子ども家庭支援センターのひと
り親家庭ホームヘルプサービス

N =988

①保健予防課の母親学級

②保健予防課の両親学級

③保健予防課の乳幼児母性相談、
講習会等を知っているか

50.4

49.9

74.8

73.4

91.3

50.3

38.6

93.2

24.4

47.0

63.5

88.9

65.3

51.8

60.8

48.7

49.3

23.8

25.6

7.9

48.4

59.7

5.8

74.2

51.9

35.4

10.7

33.0

47.2

38.2

0.9

0.8

1.4

1.0

0.8

1.3

1.7

1.0

1.4

1.1

1.1

0.4

1.7

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
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【公共サービスの認知状況（小学生保護者）（再掲）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① みなさんは、子どもセンターのイベント情報など、市からの情報をどのように知りま 

すか？ 

・子どもセンターに行って  ・手紙、チラシ、インターネット 

・学校の人から聞く   ・学校からの情報 

・掲示板    ・友だちから聞く 

・学校で配布されるプリント  ・Twitter から流れてくる 

 

  

知っている 知らない 無回答

⑫幼稚園の園庭開放等

⑬子どもセンター、子どもクラブ
の施設開放や子育て支援事業等

⑭ひなた村の施設開放や子育て支
援事業等

⑮大地沢青少年センターの施設開
放や宿泊事業等

⑧保育園での一時保育

⑨教育センターの教育相談

⑩子ども発達センターすみれ教室
の発達相談等

⑪保育所等の園庭開放や子育てひ
ろば

④準夜急患子どもクリニック

⑤子ども家庭支援センターの子育
ての総合相談

⑥子ども家庭支援センターの育児
支援ヘルパー

⑦子ども家庭支援センターのひと
り親家庭ホームヘルプサービス

N =922

①保健予防課の母親学級

②保健予防課の両親学級

③保健予防課の乳幼児母性相談、
講習会等を知っているか

76.0

67.2

81.0

67.6

84.7

64.0

67.2

84.4

23.5

45.1

60.4

90.5

57.8

46.3

61.3

22.5

30.9

16.7

30.0

13.4

33.9

30.3

13.7

74.3

52.7

37.5

8.5

39.8

51.6

37.3

1.5

1.8

2.3

2.4

1.8

2.1

2.5

2.0

2.2

2.2

2.1

1.1

2.4

2.1

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子ども委員会の声 
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② どのように情報が発信されれば、子どもたちにわかりやすく伝えられると思います

か？ 

・Twitter    ・facebook 

・LINE で公式アカウントを作る  ・ポスター 

・各家庭にチラシを配る   ・回覧板を回す 

・つるっこ専用 Twitter でつぶやいてほしい 

・学校から手紙、プリントを配布し、目につくようにする 

・テレビ 

 

 

 

 

子どもの居場所や仲間づくりの場、乳幼児親子の交流の拠点となる子どもセンターの

整備を進め、未就学児の親子から 18 歳までの子どもの育ちの機会や交流の場の提供を

より充実させます。 

また、地域子育て相談センターについて周知を図るとともに、専門部署との連携によ

り、アウトリーチを中心とした、地域全体で子育てを支援する体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子どもセンター事業 

子ども会等の地域子ども団体に、調理活動や工作・レクリエ

ーションなどのプログラムサービスを提供し、地域の活性化

を支援します。 

児童青少年課 

指標 利用者満足度（％） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

調査未実施 80 83 85 88 90 

 

取組 内容 担当課 

地域子育て相談センタ

ー事業* 

マイ保育園事業の推進、アウトリーチ（出張子育て相談等）

を中心に、子育て関連施設の運営支援、専門部署との連携に

より、地域全体で子育てを支援する体制の充実を図ります。 

子育て推進課 

*「町田市子ども・子育て支援事業計画」に記載されている事業です。 

 

 

施策の方向性 

主な取組
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目指す姿２   みんなで安全・安心のまちをつくる 
 

子どもが安心できる環境を保障するとともに、子ども自身が安全を判断できる力を身

につけさせることが必要です。また、子育てしている人や障がいのある人など、全ての

人が安心して暮らせるためのまちづくりや人々の思いやりの心が必要です。そして、子

どもが巻き込まれる犯罪や不審者による被害などに対し、地域のみんなで予防し、子ど

もや子育てしている人などが安全に、安心して暮らせるまちをつくります。 

 

基本施策（１） 子どもの安全・安心の確保 

 

 

近年、子どもが巻き込まれる犯罪や不審者による被害が発生しており、子どもが犯罪

に巻き込まれないか不安に感じる親も多く、それらへの取り組みについては、子育て中

の家庭から強く求められています。 

こうした状況に対して、家庭、地域、学校、警察等の連携により、「子ども１１０番の

家」や防犯パトロール等、地域ぐるみで子どもの安全を見守る取組が進められています。

しかし、市民意識調査によると、今住んでいる地域が、子どもが安全で健やかに育つ環

境になっていると思う市民の割合は減少しており、子育て世帯が安全・安心に暮らせる

地域の環境づくりを進めていくことが一層求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 最近、町田に住んでいて「危ない」と感じたことはありますか？ 

・信号無視をする人がいる   

・イヤホンしながら自転車 

・街灯がすごく少ない場所がある。少なくて困る 

・信号がないところがあって危ない 

・自転車が通る道が狭い 

・駅で知らない人に肩を組まれた 

基本目標Ⅲ 子どもが地域の中で大切にされている 

現状と課題

子ども委員会の声 

市民の声

・子どもたちが安全にどこまでも行ける街づくりをお願いしたい。 

・防犯をもっと強化した街づくりを期待します。 
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② 今後、どうすれば町田市がより「安全・安心なまち」になると思いますか？ 

・人との交流        ・監視カメラをつける 

・道を広くしてほしい    ・カーブミラーを増やしてほしい 

・街灯を増やしてほしい   ・公衆電話を増やしてほしい 

・子ども 110 番は行きづらい。行っても人がいない  ・110 番の家をもっと増やす 

 

 

 

子どもが地域や家庭で事故や事件に遭う心配をすることなく日常の生活を送ることが

できるよう、「子ども 110 番の家」など地域ぐるみで子どもの安全を見守る取組が必

要です。また、安全に関する講習会などを実施し、安全への意識を高めるため、事故防

止、防犯等の啓発事業を展開していきます。 

 

 

 

取組 内容 担当課 

子ども 110 番の家 

子どもが危険に直面した際に緊急避難先として駆け込むこと

ができる建物であることを示す看板の設置を各小学校ＰＴＡ

や自治会・町内会とともに進め、2014 年度時点で 6,000 か所

を超えるお宅や施設に設置しています。また、設置だけでな

く、実際に駆け込むことができるよう、子どもや団体等を対

象に訓練を実施します。 

児童青少年課 

指標 子ども、団体を対象とした訓練数（回） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

未実施 検討 1 3 3 3 

 

 

 

取組 内容 担当課 

学校の防犯カメラ 
犯罪等を抑止し、児童が安全・安心に通学できることを目的とし

て、市立小学校の通学路に防犯カメラを整備します。 
指導課 

セーフティ教室 

小学校、中学校において、児童・生徒の健全育成の活性化および

充実を図るとともに、保護者・市民の参加のもとに、家庭・学校・

地域社会の連携による非行・犯罪被害防止教育を推進します。 

指導課 

交通安全啓発活動 
交通安全に関する啓発用品を配布し、通学時等の交通事故防止を

呼びかけます。 
交通安全課 

不審者情報 
町田市メール配信サービスにて、市内で起きた不審者出没や犯罪

発生の情報を配信します。 
防災安全課 

 

 

施策の方向性 

主な取組

関係計画 町田市交通安全行動計画 

その他の取組 
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基本施策（２） 子育てしやすいまちづくり 

 

誰もが安心して外出できる環境を整えることは、妊産婦、乳幼児連れの人などへの子

育て支援だけでなく、高齢者、障害者などを含めたすべての人が快適に生活できる環境

整備につながります。 

子育て世代の定住を促し、次の世代にも住み続けてもらうため、幼い子どもを連れて

も安心して自由に行動し、活動できる移動空間の確保など、今後も、子どもと子育て家

庭にやさしい生活環境づくりの推進が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児を連れた親が容易に外出できる、安全・安心な、そして快適に暮らせるまちづ

くりを目指して、授乳・調乳・オムツ替えができる施設の整備など、より子どもと子育

て家庭にやさしい生活環境づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

取組 内容 担当課 

赤ちゃん・ふらっと 
子育て家庭が気軽に外出できるよう、授乳・調乳・オムツ替

えができる施設を整備します。 
子ども総務課 

指標 設置か所数（か所） 

目標 
現状(2014 年度) 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 

18 31 40 43 46 49 

 

 

 

 

現状と課題

基本目標Ⅲ 子どもが地域の中で大切にされている 

目指す姿２ みんなで安全・安心のまちをつくる

施策の方向性 

主な取組

市民の声

・地域での見守りや見回り、声かけがあるといいと思います。 

・乳幼児の子どもとの外出を考えたとき、授乳室やおむつ台の設置してあるところ

がとても少ないと思いました。設置してあれば安心して外出できるので、もっと

もっとそういう場所を増やしていただきたいと思います。 
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第５章 計画の推進 
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１ 計画の進行管理 

本計画に基づく取り組みの実施に当たっては、年度ごとに点検・評価を行い、その結

果を踏まえたうえで取り組みの充実・見直しを検討する等、PDCA サイクルを確保し

本計画を計画的かつ円滑に推進することが重要です。 

計画の適切な進行管理を進めるために、庁内関係各課を中心に具体的施策の進行状況

について把握するとともに、「町田市子ども・子育て会議」において、施策の実施状況に

ついて点検、評価し、これに基づいて対策を実施するものとします。 

また、その取り組みについて、ホームページ等を通じて公開することにより、市民や

関係機関等への周知に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 取組の改善・計画の見直し 】 
 
○点検・評価結果を踏まえた次年度の

取組検討 
○必要に応じ、中間年度を目途に計画

を見直し 
 

ＡＣＴ 
 

【 計画の推進 】 
 
○施策の実施 
○幼児期の教育・保育等の確保 

ＤＯ 

 

【 計画の策定（見直し） 】 
 
○町田市子ども・子育て会議の審議を

踏まえた計画の策定 
○今後の利用量の見込みに対する確保

方策を位置付け 

ＰＬＡＮ 

※ ＰＤＣＡサイクル 
Ｐ ＝ ＰＬＡＮ 

（プラン） …具体的な施策など
Ｄ ＝ ＤＯ 

（ドゥ） …実行 
Ｃ ＝ ＣＨＥＣＫ 

（チェック）…点検・評価 
Ａ ＝ ＡＣＴ 

（アクト） …改善 

 

【 実施状況の点検・評価 】 
 
○町田市子ども・子育て会議等におい

て、数値目標を設定した事業をはじ

めとした各事業の実施状況及び進捗

状況について、点検・評価を毎年度

実施 

ＣＨＥＣＫ 
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２ 関係機関との連携 

計画に掲げる取組については、市が単独で実施できるもののほかに、制度や法律に基

づく事業もあるため、国や都、近隣市との連携を深め、必要に応じて協力要請を行った

上で、計画を推進します。 

また、行政の取り組みだけではなく、家庭や地域をはじめ、子育てサークル、ボラン

ティア、さらにＮＰＯ等の関係機関の協力が不可欠です。そのため、これらの個人・関

係機関等の活動と連携しながら、引き続き地域の子育て支援を推進していきます。 
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会長あいさつ 

 

子どもマスタープランが出来上がりました。世の中が複雑化する中で、子ども

たちの権利は私たち大人が守ってあげなくてはなりません。そうすることによっ

て今の子どもたちが、次の世代を育てていくのです。 

子ども・子育て会議では、このマスタープランの策定にあたり町田市の子育て

の現状や課題、目指す方向や取組等について十分に検討しました。理想論ではな

く、子育ての現場の事実を積み重ね策定されたものです。そして、そこに実践が

伴って実を結ぶものです。 

子育てに関わる保護者、保育者だけでなく、多くの人たちが積極的に子育てに

参加し、子どもの未来を是非とも一緒に創りあげていってください。子どもたち

の未来は、現在の延長線上にあります。子どもたちにとって毎日毎日が楽しく安

全で、そして幸せな日々であることが、将来の子どもたちの幸せが描けることに

なるのです。 

 環境はそこで生きていく生物に作用していくと言われていますが、私たちの

環境も大きく変化しようとしています。しかし、子どもたちの心は、今も昔も変

わることなく無邪気に自由にのびのびと遊びたい気持ちでいっぱいです。環境を

変えていくのは大人の私たちです。子どもの気持ちを大切にしながら子どもに寄

り添って、共に生きていく世の中を考えた時、このマスタープランが評価される

時と考えています。マスタープランは子育ての一つの指針を提示しています。時々

頁を括りながら同時に町田の日本の子育てを見つめる機会にもしてください。 

 

 

２０１６年２月          町田市子ども・子育て会議会長 

                   東京家政学院大学現代生活学部教授 

                         金 子  和 正 
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＜参考資料＞ 
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１ 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

 

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

（抜粋） 
 

平成元年（1989 年）に国際連合が採択。日本は平成 6 年（1994 年）に批准、平成 6 年 5 月 22 日に

発効。 

 

前文 省略 

 

第１部 

第１条（児童の定義） 

この条約の適用上、児童とは、１８歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適

用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 

第２条（差別の禁止） 

１ 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚

の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心

身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、

及び確保する。 

２ 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念

によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置を

とる。 

第３条（児童に対する措置の原則） 

１ 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行

政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考

慮されるものとする。 

２ 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義

務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべて

の適当な立法上及び行政上の措置をとる。 

３ 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野

に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基

準に適合することを確保する。 

第４条（締約国の義務）省略 

第５条（父母等の責任、権利及び義務の尊重） 

締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合によ

り地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について

法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導

を与える責任、権利及び義務を尊重する。 

第６条（生命に対する固有の権利） 

１ 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。 

２ 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。 

第７条（登録、氏名及び国籍等に関する権利）省略 

第８条（国籍等身元関係事項を保持する権利）省略 

第９条（父母からの分離についての手続き及び児童が父母との接触を維持する権利）省略 

第１０条（家族の再統合に対する配慮）省略 

第１１条（児童の不法な国外移送、帰還できない事態の除去）省略 

第１２条（意見を表明する権利） 

１ 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項につ
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いて自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の

年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

２ このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内

法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機

会を与えられる。 

第１３条（表現の自由） 

１ 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術

の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考え

を求め、受け及び伝える自由を含む。 

２ １の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によ

って定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 

（ａ） 他の者の権利又は信用の尊重 

（ｂ） 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 

第１４条（思想、良心及び宗教の自由）省略 

第１５条（結社及び集会の自由）省略 

第１６条（私生活等に対する不法な干渉からの保護） 

１ いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉さ

れ又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 

２ 児童は、１の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 

第１７条（多様な情報源からの情報及び資料の利用）省略 

第１８条（児童の養育及び発達についての父母の責任と国の援助） 

１ 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識

を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達に

ついての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となる

ものとする。 

２ 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養

育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、

児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 

３ 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び

設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をと

る。 

第１９条（監護を受けている間における虐待からの保護） 

１ 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間にお

いて、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱

い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）からその児童を保護するためすべての適当な立法

上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 

２ １の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える

社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに１に定める児童の不当な

取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関

する効果的な手続を含むものとする。 

第２０条（家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助） 

１ 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみそ

の家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利

を有する。 

２ 締約国は、自国の国内法に従い、１の児童のための代替的な監護を確保する。 

３ ２の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の

監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育

において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、

十分な考慮を払うものとする。 

第２１条（養子縁組に際しての保護）省略 

第２２条（難民の児童等に対する保護及び援助）省略 

第２３条（心身障害を有する児童に対する特別の養護及び援助） 
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１ 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会

への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認め

る。 

２ 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利

用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護してい

る他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護につ

いて責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 

３ 障害を有する児童の特別な必要を認めて、２の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該

児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害

を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達（文化的及び精神的な発達を含む。）を達

成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービ

ス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができる

ように行われるものとする。 

４ 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及

び機能的治療の分野における適当な情報の交換（リハビリテーション、教育及び職業サービスの

方法に関する情報の普及及び利用を含む。）であってこれらの分野における自国の能力及び技術

を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進す

る。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 

第２４条（健康を享受すること等についての権利） 

１ 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のため

の便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような

保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。 

２ 締約国は、１の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置をと

る。 

（ａ） 幼児及び児童の死亡率を低下させること。 

（ｂ） 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供すること

を確保すること。 

（ｃ） 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含め

て、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料

水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。 

（ｄ） 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。 

（ｅ） 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利

点、衛生（環境衛生を含む。）並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を

提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保す

ること。 

（ｆ） 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させ

ること。 

３ 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべて

の措置をとる。 

４ 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を

促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 

第２５条（児童の処遇等に関する定期的審査）省略 

第２６条（社会保障からの給付を受ける権利）省略 

第２７条（相当な生活水準についての権利）省略 

第２８条（教育についての権利） 

１ 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等

を基礎として達成するため、特に、 

（ａ） 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 

（ｂ） 種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童

に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるも

のとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措

置をとる。 
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（ｃ） すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が

与えられるものとする。 

（ｄ） すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これ

らを利用する機会が与えられるものとする。 

（ｅ） 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 

２ 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用される

ことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

３ 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識

並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、

及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 

第２９条（教育の目的） 

１ 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 

（ａ） 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させる

こと。 

（ｂ） 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。 

（ｃ） 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価

値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 

（ｄ） すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理

解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のた

めに児童に準備させること。 

（ｅ） 自然環境の尊重を育成すること。 

２ この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げ

るものと解してはならない。ただし、常に、１に定める原則が遵守されること及び当該教育機関に

おいて行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。 

第３０条（小数民族に属し又は原住民である児童の文化、宗教及び言語についての権利）省略 

第３１条（休息、余暇及び文化的生活に関する権利） 

１ 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリ

エーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 

２ 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものと

し、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機

会の提供を奨励する。 

第３２条（経済的搾取からの保護、有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利） 

１ 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり

又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのあ

る労働への従事から保護される権利を認める。 

２ 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をと

る。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、 

（ａ） 雇用が認められるための１又は２以上の最低年齢を定める。 

（ｂ） 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 

（ｃ） この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 

第３３条（麻薬の不正使用等からの保護）省略 

第３４条（性的搾取、虐待からの保護）省略 

第３５条（児童の誘拐、売買等からの保護）省略 

第３６条（他のすべての形態の搾取からの保護）省略 

第３７条（拷問等の禁止、自由を奪われた児童の取扱い）省略 

第３８条（武力紛争における児童の保護）省略 

第３９条（搾取、虐待、武力紛争等による被害を受けた児童の回復のための措置）省略 

第４０条（刑法を犯したと申し立てられた児童等の保護）省略 

第４１条（締約国の法律及び締約国について有効な国際法との関係）省略 

第２部 省略 

第３部 省略  
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２ 子ども・子育てに関する意識調査 

 

調査の概要   

 

（１）調査の目的      新たな「町田市子どもマスタープラン」の策定の基礎資料と

して、子どもの普段の状況や、保護者の子育てに関する考え方等

を把握するため、調査を実施しました。 

 

 

（２）調査対象      ① 町田市に在住の就学前児童保護者、小学生保護者各 1,500 名 

を無作為抽出 

② 町田市に在住の 12 歳～18 歳の方 1,000 名を無作為抽出 

 

 

（３）調査期間      2015 年９月１日から 2015 年９月 15 日 

 

 

（４）調査方法      郵送による配布・回収 

 

 

（５）回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

就学前児童保護者 1,500 通 988 通 65.9％ 

小学生保護者 1,500 通 922 通 61.5％ 

中高生 1,000 通 444 通 44.4％ 
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３ 新・町田市子どもマスタープランの策定について（諮問・答申） 

 

 

 

 

1 5 町 子 総 第 9 1 2 号 

2 0 1 5 年 6 月 2 5 日 

 

町田市子ども・子育て会議会長 様 

 

  町田市長 石 阪 丈 一  

 

 

諮 問 書 
 

 

町田市子ども・子育て会議条例第３条の規定に基づき、子ども・子育て支援法第７７条第１項に

掲げる事務について、下記のとおり諮問します。 

 

記 

 

２０１５年３月に町田市子ども・子育て支援事業計画を策定しました。また、次世代育成支援対策推

進法が２０２４年度まで延長され、少子化への対策を視野に入れた新たな施策を展開するため、以下

の案件について貴会より意見を求めます。  

 

１．町田市子ども・子育て支援事業計画の進捗評価に関すること 

２．新・町田市子どもマスタープランの策定について 
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２０１６年２月１０日 

 

町田市長 石阪 丈一 様 

 

町田市子ども・子育て会議 

会長 金子 和正 

 

 

答 申 書 

 

 

２０１５年６月２５日付、町田市子ども・子育て会議へ諮問のありました下記の件につ

いて、当会議において慎重に審議した結果、別紙のとおり答申いたします。 

 

 

記 

 

新・町田市子どもマスタープラン（２０１５年度～２０１９年度）の 策定について 

 

 

以上 
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４ 町田市子ども・子育て会議 

（１）町田市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条

第１項に規定する合議制の機関として、町田市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」

という。）を置く。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（所掌事務） 

第３条 子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、答申

する。 

（１） 法第７７条第１項各号に掲げる事務に関すること。 

（２） 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８条に規定する市

町村行動計画に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関し市長が必要と認める事

項     （平２７条例４２・一部改正） 

（組織） 

第４条 子育て会議は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

（２） 子ども・子育て支援を実施する事業者の代表 

（３） 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者の代表 

（４） 保健医療関係団体の代表 

（５） 経済関係団体の代表 

（６） 公募による保護者で市内に住所を有するもの 

（７） 前各号に掲げる者のほか、子ども・子育て支援に関係する者のうち市長が適当

と認める者 

（平２７条例４２・一部改正） 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、通算して１０年を限度とす

る。 

（臨時委員） 

第６条 市長は、特別又は専門の事項を調査し、審議するために必要があると認めるとき

は、子育て会議に臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員の任期は、当該特別又は専門の事項の調査審議が終了したときまでとする。 

（会長） 

第７条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第８条 子育て会議は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議

を開くことができない。 
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３ 子育て会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、子育て会議に委員及び臨時委員以外の者の出席

を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町田市規

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１１月１日から施行する。 

（町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３３年４月町田

市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第５８号を第５９号とし、第５７号の次に次の１号を加える。 

（５８） 町田市子ども・子育て会議委員 

別表国民健康・栄養調査員の項の次に次のように加える。 

町田市子ども・子育

て会議 

会長 日額 ２５，５００円 

学識経験者 日額 ２１，７００円 

その他委員 日額 １０，０００円 

附 則（平成２７年１０月７日条例第４２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１２月１７日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この条例の施行の日から平成２８年３月３１日までの間に委嘱された委員の任期は、

改正後の町田市子ども・子育て会議条例第５条第１項の規定にかかわらず、平成３０年

３月３１日までとする。 
 

（２）町田市子ども・子育て会議運営規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、町田市子ども・子育て会議条例（平成２５年１０月町田市条例第３

６号）第９条の規定に基づき、町田市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）

の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（招集の通知） 

第２条 会長は、子育て会議を招集しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ、

委員（当該子育て会議の議題に関係のある臨時委員があるときは、当該臨時委員を含む。）

に通知する。 

（１） 開催日時 

（２） 開催場所 

（３） 議題 

（庶務） 

第３条 子育て会議の庶務は、子ども生活部子ども総務課において処理する。 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会

議に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年１１月１日から施行する。  
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（３）委員名簿 

 

【第 1期委員】 

 

任期：２０１３年１２月１８日～２０１５年１２月１７日 

 

構 成 氏 名 所  属 備 考 

学識経験者 

金子 和正 東京家政学院大学教授 会長 

吉永 真理 昭和薬科大学教授 副会長 

関係団体 

小山 貴好 町田市私立幼稚園協会  

宮 聖栄 町田市法人立保育園協会  

藤田 義江 町田市社会福祉協議会  

経済関係団体 澤井 宏行 町田商工会議所  

青少年活動団体 大野 浩子 ＮＰＯ法人子ども広場あそべこどもたち 2015 年 6 月 25 日委嘱

保健医療関係団

体 
豊川 達記 町田市医師会 2015 年 8 月 20 日委嘱

有識者 

櫻井 幹也 町田市公立小学校校長会 2015 年 4 月 1 日委嘱 

田村 望世 町田市民生委員児童委員協議会 2014 年 2 月 1 日委嘱 

幼稚園・保育園 

の従事者 

安西 弘子 市内在住の「保育士」  

雨宮 三穂 玉川中央幼稚園の教諭  

市 民 

矢野 洋子 公募委員  

萩原 潤一 公募委員  

奥村 有紀子 公募委員  

 

 

 



 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

106 

第
１
章
 
計
画
の
概
要
 

第
２
章
 
町
田
市
の
子
ど
も
を
 

取
り
巻
く
状
況
 

第
３
章
 
計
画
の
基
本
的
な
 

考
え
方
 

第
４
章
 
施
策
の
展
開
 

（
前
期
行
動
計
画
）
 

第
５
章
 
計
画
の
推
進
 

参
考
資
料
 

【第２期委員】 

 

任期：２０１６年１月２１日～２０１８年３月３１日 

構 成 氏 名 所  属 備考 

子ども・子育て支援に関

し学識経験を有する者 

金子 和正 東京家政学院大学 会長 

吉永 真理 昭和薬科大学 副会長 

子ども・子育て支援を実

施する事業者の代表 

齋藤 祐善 町田市私立幼稚園協会  

土橋 一智 町田市法人立保育園協会  

藤田 義江 町田市社会福祉協議会  

大野 浩子 NPO法人子ども広場あそべこどもたち  

子ども・子育て支援を実

施する事業に従事する者

の代表 

櫻井 幹也 町田市公立小学校校長会  

熊坂 有美 町田市民生委員児童委員協議会  

大森 雅代 町田市中学校 PTA 連合会  

保健医療関係団体の代表 豊川 達記 町田市医師会  

経済関係団体の代表 澤井 宏行 町田商工会議所  

公募による保護者で市内

に住所を有する者 

 

石井 由利子 市民  

清水 亜希子 市民  

白井 信昭 市民  
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（４）庁内検討部会 
 

部会 検討メンバー 

青
少
年
・
教
育 

◎子ども生活部児童青少年課 

学校教育部指導課 

学校教育部教育センター 

子ども生活部大地沢青少年センター 

子ども生活部保育・幼稚園課 

母
子
保
健 

◎保健所保健予防課 

子ども生活部子ども家庭支援センター 

子ども生活部子育て推進課 

子ども生活部すみれ教室 

障
が
い 

◎子ども生活部すみれ教室 

地域福祉部障がい福祉課 

学校教育部教育センター 

保健所保健予防課 

子ども生活部子ども家庭支援センター 

◎部会長 

 

（５）事務局 
 

所  属 

子ども生活部長 

子ども生活部次長兼子ども総務課長 

子ども生活部児童青少年課長 

子ども生活部保育・幼稚園課長 

子ども生活部子育て推進課長 

子ども生活部子ども家庭支援センター長 

子ども生活部すみれ教室所長 

子ども生活部大地沢青少年センター所長 

地域福祉部障がい福祉課担当課長 

保健所保健予防課長 

学校教育部次長兼教育総務課長 

学校教育部指導室長兼指導課長 
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（６）計画策定の経過 

 

回 開催日 検討内容 

第 1回 2015 年 

6 月 25 日 

◇「新・町田市子どもマスタープラン」の策定につ

いて 

第 2回 2015 年 

8 月 20 日 

◇「新・町田市子どもマスタープラン」の記載事項

について 

◇市民意識調査（ニーズ調査）について 

 ・調査の概要 

 ・調査票（案） 

第 3回 2015 年 

10月 29日 

◇意識調査の結果について 

◇新・町田市子どもマスタープラン（素案）につい

 て 

◇パブリックコメントの実施について 

第 4回 2016 年 

1 月 21 日 

◇新・町田市子どもマスタープランについて 

・パブリックコメント実施結果 

・案の最終確認 
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＜索引＞ 

ライフステージ別索引 

（１）妊娠期 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

取組 内容 
参照 

ページ

利用者支援事業 

 (出産・子育て応援事

業) 

全ての子育て家庭に対して、妊娠期から市の専門職が関わり、子育て期

まで切れ目なく支援を行います。 

全ての妊婦を対象として専門職が面接を行い、心身の状態や子育て支援

のニーズ等を把握します。支援を要する者に対して支援プランを作成

し、効果検証を行い、就学前まで支援します。 

また、関係機関と連携し、出産後も子育てに係る施設や事業等の情報を

提供し、支援を継続します。 

P47 

両親学級 
初めての子どもを妊娠・出産し子育てを始めるにあたり、父親が母親の

育児支援ができるように、父親の参加を促します。 
P47 

妊婦健康診査 

妊婦の健康保持及び増進を図るため、健康状態の把握、検査計測、保健

指導を実施するとともに、妊娠期間中に必要に応じて医学的検査を実施

します。 

P48 

こんにちは赤ちゃん訪

問（乳児家庭全戸訪問事

業） 

生後 4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する

情報提供や養育環境等の把握を行います。 
P48 

母子健康手帳 
妊娠・出産・各種健康診査・予防接種を記録し健康の保持増進を図りま

す。 
P48 

妊婦に対する医療費助

成 
対象となる疾病により入院治療された方への医療費を助成します。 P48 

プレママ＆新米ママ向

け 

「あかちゃん布絵本の

作り方教室」 

産前・産後の女性は社会とのつながりが薄く、育児において孤立感を感

じやすいため、布絵本作りという連続講座を設定し、同じ立場の女性同

士で悩みや不安を共有し、子育てに関する情報交換や交流の場を提供し

ます。また、保育を利用して、子どもと離れ、自分の時間を持つことで、

育児ノイローゼやうつ予防の推進を図ります。 

P48 

プレママクッキング 
妊娠中の健康管理・正しい食生活の支援を行い、母子の健康増進を図り

ます。 
P48 

子どもセンター事業 

（子育てスタート期の

支援） 

妊婦と新生児を持つ保護者の交流を楽しむとともに、出産後のイメージ

をもつこと、育児不安を緩和することを目的に、スタイづくりやおもち

ゃ作り、講座などを実施します。 

P48 

出産育児一時金事業 国民健康保険被保険者が出産した際に、出産育児一時金を支給します。 P48 

国民健康保険出産費資

金貸付 

出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で出産費用の貸付を行い

ます。 
P48 

入院助産 
経済的理由により出産費用がない妊婦が助産施設で出産した場合、その

費用を市が本人に代わって支払います。 
P66 

地域子育て相談センタ

ー事業 

マイ保育園事業の推進、アウトリーチ（出張子育て相談等）を中心に、

子育て関連施設の運営支援、専門部署との連携により、地域全体で子育

てを支援する体制の充実を図ります。 

P85 
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（２）乳幼児期 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

取組 内容 
参照 

ページ

子どもの読書活動推進

事業 

子どもの読書活動を推進するため、「自ら進んで本を読む子を育てる」

を理念に、幼稚園・保育園・学校・子どもセンター等、ライフステージ

に合わせた取り組みを行います。 

P22 

高齢者と近隣保育園児

等との交流 

近隣保育園の園児達が各高齢者福祉センターへ来館し、歌やダンスや劇

をセンター利用者の高齢者の方々に披露します。また、高齢者と園児達

が一緒に手遊びやゲームを楽しみ、交流を図ります。 

P22 

学習事業 
読み聞かせや年賀状、はがき作りなどを通じて、「言葉」や「コミュニ

ケーション」を楽しむ活動をボランティアの協力を得て実施します。 
P22 

図書館事業 
読書や文学に親しみ、「言葉」に触れられる講演会や図書案内のブック

リストの配布等のさまざまな取り組みを進めています。 
P22 

教育相談 

来所相談、電話による相談、出張相談の３つの相談形態があります。不

登校、集団不適応、友人関係、発達に関すること、学習に関すること、

生活面に関すること、いじめ、体罰等、学校生活や家庭生活等に関する

問題について相談に応じます。 

P29 

子どもとその家庭から

の総合相談 

0 歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を受けます。必要に応じて

各種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調整をし、問題の解決に

向けたサポートを行います。 

P29 

職員のスキルアップ研

修 

学校教育・保育施設協会の研修会を支援し、職員のスキルを向上させ、

教育・保育の質の向上を図ります。 
P33 

すみれ教室の地域支援 
幼稚園・保育園等を対象に専門的な力量を向上させるため、研修及び助

言を行います。 
P33 

資源とごみの出前講座

（幼稚園・保育園） 

申し込みのあった園に職員が出向き、幼児にもわかりやすく楽しく、物

を大切にする心や分別の大切さを学ぶ講座を実施します。 
P33 

体操教室 

体操器具やボール・フープなどを使いながら、子どもの発達特性に応じ

た運動を体験させることにより、身体を動かす事の楽しさを覚えます。

さらに、集団での運動遊びを通じて、集団行動の大切さを学びます。 

P45 

利用者支援事業 

 (出産・子育て応援事

業) 

全ての子育て家庭に対して、妊娠期から市の専門職が関わり、子育て期

まで切れ目なく支援を行います。 

全ての妊婦を対象として専門職が面接を行い、心身の状態や子育て支援

のニーズ等を把握します。支援を要する者に対して支援プランを作成

し、効果検証を行い、就学前まで支援します。 

また、関係機関と連携し、出産後も子育てに係る施設や事業等の情報を

提供し、支援を継続します。 

P47 

育児支援ヘルパー事業 
出産後育児、家事等の援助を必要とする母に対し、ヘルパーを派遣する

ことにより、育児の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 
P47 

親支援プログラム事業 

子育て中の保護者向けの連続 6回の講座を実施することで、保護者の養

育力の向上を図り、保護者同士の交流の機会を提供します。毎年、新た

な参加者を募り、支援を広げていきます。 

P49 

家庭教育支援事業 

子育てをしている親が、家庭教育や子育てに関する不安を解消するとと

もに、子育てを通じた仲間作づくりにつなげられるよう、さまざまな学

習の機会を提供します。 

P49 

各種乳幼児健康診査 
各健診で乳幼児の健康増進、疾病の早期発見と保護者への育児支援を行

います。 
P50 
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取組 内容 
参照 

ページ

マイ保育園登録事業 

在宅子育て家庭を対象に、近隣の公私立保育園を登録してもらい「マイ

保育園（かかりつけ窓口）」として気軽に相談したり子どもの身長体重

を測定してもらいます。また、マイ保育園から定期的に登録者へ子育て

情報を送付します。 

P50 

子育てひろば事業 

乳幼児親子に居場所を提供します。また、プログラムサービスを行い、

子育ての楽しさを実感し、利用者同士の交流を深めることも目的としま

す。 

P50 

養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する

指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保し

ます。 

P50 

ショートステイ・トワイ

ライトステイ 

保護者の疾病等の理由により当該児童を養育することが一時的に困難

な場合に、短期的に当該児童を養育します。 
P50 

学童保育クラブ親子遊

び 

学童保育クラブを開放し、乳幼児親子に居場所を提供します。また、プ

ログラムサービスを行い、子育ての楽しさを実感し、利用者同士の交流

を深めることも目的とします。 

P50 

予防接種 乳幼児の疾病の予防・まん延防止のため、予防接種・助成を行います。 P50 

妊婦・乳幼児精密健康診

査 

各健診で乳幼児の健康増進、疾病の早期発見と保護者への育児支援を行

います。 
P50 

離乳食・幼児食講習会 

健康教育・乳幼児栄養食

品支給 

母子の健康増進を図るために行います。 P51 

虫歯予防教室 虫歯予防の関心を高めるために行います。 P51 

食育講演会、各種親子教

室 
子育てに関するさまざまな講演会や親子の体験教室を実施します。 P51 

親子体操教室 
体操を通じ親子のスキンシップを深めると共に、同じ年頃の子どもを持

つ親同士のコミュニケーションを図ります。 
P51 

子どもセンター事業 
父親向けの育児講座等を通じて子育ての楽しみを味わい、育児参加を促

します。 
P52 

就職支援セミナー 
働きたいと考えている女性たちに、就職に向けて一歩を踏み出すための

意識付けの場を提供します。 
P53 

仕事と家庭の両立推進

企業賞 

仕事と家庭の調和（ワークライフバランス）推進に積極的に取り組む、

市内の企業・事業所を表彰します。 
P53 

しゃべり場 

（育児支援事業） 

孤立している家庭への母親育児支援事業として「子育てママのしゃべり

場（定員 10 名）」を年 12 回開催します。 
P55 

乳幼児・母性相談 
育児や離乳食・幼児食、お母さんの身体や気持ちのことなどの相談を受

け付けます。 
P56 

保護者に対する発達に

関する相談及び支援 

心身の発達に遅れやその心配のある乳幼児を持つ保護者からの相談を

受け、助言を行います。 
P56 

子育てサポート講座 子育てのヒントや子どもの危険防止などの育児講座を開催します。 P56 

幼児教育・保育施設整備 
幼稚園、認可保育所、認定こども園、家庭的保育者、小規模保育所を整

備します。 
P58 
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取組 内容 
参照 

ページ

ファミリーサポートセ

ンター事業 

地域の中で子育ての相互援助活動を行い仕事と育児の両立を支援しま

す。保育園・幼稚園などへの送迎、学校の放課後・学童クラブの終了後

の預かりなど、補助的、臨時的なお手伝いをします。 

P58 

一時保育事業 一時的に乳幼児を幼稚園・保育所等でお預かりします。 P58 

延長保育事業 
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日・時間以外に保育を実

施します。 
P58 

病児・病後児保育 
病児及び病後児について、病院または保育所等に付設された専用スペー

スにおいて、看護師等が一時的に保育等を実施します。 
P58 

定期利用保育事業 
認可保育所の入所要件には満たないが、定期的に児童の保育ができない

家族を対象に、一定程度継続的に預かります。 
P58 

年末保育 
年末に保護者の方が就労のため保育が必要である場合、お子様をお預か

りします。 
P58 

送迎保育ステーション

事業 

駅近くの利便性の良い箇所で一時的に乳幼児を預かり、入所している教

育・保育施設等へ送迎を行い日中は各施設で保育を行います。夕方以降

親のお迎え時間に、送迎ステーションへ送迎します。 

P59 

発達に遅れや心配のあ

る子どもに対する療育 

心身の発達に遅れやその心配のある乳幼児の発達を促すため、療育・助

言を行い、通園児数の拡大を図ります。 
P61 

保護者に対する発達に

関する相談及び支援 

心身の発達に遅れやその心配のある乳幼児を持つ保護者からの相談を

受け、助言を行います。 
P61 

就学・進学相談 

小学校への就学、中学校への進学の際に、何らかの障がいのある子ども

のために、個々の特性に合わせた教育支援を保護者と共に考えます。就

学相談会は 16 回、進学相談会は 17 回行います。 

P62 

障がい児通園促進事業 
特別な配慮が必要な子どもを幼稚園等に通園させることにより、心身の

発達を助長するものです。受け入れ施設への補助を行います。 
P62 

療育セミナー 
幼稚園・保育園・学童保育クラブなどの職員に、障がいに対しての理解

や援助の方法を学ぶための講演会を開催します。 
P62 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援

をします。 
P62 

医療型児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援

及び治療をします。 
P62 

障害児福祉手当 
20 歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活に常

時介護が必要な人に支給します。 
P62 

特別児童扶養手当 
日常生活に著しい制限を受ける 20 歳未満の障がい児を養育している人

に支給します。 
P62 

重度心身障害者手当 
常時複雑な介護を必要とする障がい児、障がい者に対し支給します。 

P62 

重度障がい児者医療連

携事業 

医療的ケアを必要とする人も含めた重度障がい児者を対象に、隣接する

医療機関と連携し、家族の休息や緊急時のサービスとして一時預かりを

行います。 

P62 

児童育成手当（育成・障

がい） 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひと

り親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、手当を支給

します。 

P62 

図書の点訳・音訳 

視覚に障がいのある子どもの読書のため、または視覚障がいの親が子ど

もに読み聞かせができるようにするため、ご希望の本を点訳・音訳し、

提供します。 

P62 
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ページ

ひとり親相談 ひとり親家庭の生活全般に関する相談を受け付けます。 P65 

ひとり親家庭の就労支

援 

就業を目的として講座や訓練を受講する場合に給付金を支給します。ま

た、それぞれのニーズに応じて個別計画書を作成し具体的な就労につな

がるよう支援します。 

P65 

ひとり親家庭ホーム 

ヘルプサービス事業 

就労・技能習得等のため一時的に生活援助や子育て支援が必要な場合

や、ひとり親となり生活環境の激変のため日常生活を営むことに支障が

生じている場合等にヘルパーを派遣します。 

P65 

ひとり親家庭等医療費

助成制度 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひと

り親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、保険の自己

負担分の医療費を助成します。 

P66 

児童扶養手当 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひと

り親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、手当を支給

します。 

P66 

母子・父子及び女性福祉

資金 

ひとり親家庭の方等が経済的に自立して安定した生活を送るために必

要な資金の貸付を行います。 
P66 

就労支援 
ハローワーク町田と共同で就労支援窓口「就労サポートまちだ」を開設

し、職業紹介、求人情報の提供等、就労への支援を行います。 
P66 

子育て支援ネットワー

ク会議 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や適切

な支援を図るため、関係機関等の円滑な連携協力を確保します。 
P69 

地域ネットワーク機能

強化事業 

町田市子育て支援ネットワーク連絡会は要保護児童地域対策協議会と

して位置づけられています。研修を年２回開催します。 
P69 

子育て情報誌「のびっ

こ」 

町田市内の保育園・幼稚園・認定こども園・学童保育クラブ等に、子育

て家庭を対象とした各種制度や保健事業などについて、紹介する情報誌

を発行します。 

P73 

子育てひろばカレンダ

ー 

各保育園のイベント情報等を市内５地域に分けて紹介する情報紙を発

行しています。毎月 25 日に最新号を発行し、記事の掲載がある保育園

や各公共施設等で配布します。 

P73 

ほっとメールまちだ 
子ども向けのイベントや小児科の休日当番医情報、子育て支援情報等を

メールにて配信します。 
P73 

ホームページ 

（キッズページ） 
子ども・子育てに関するさまざまな情報をわかりやすく掲載します。 P73 

みんなのおでかけマッ

プ 

「みんなのトイレ」が整備されている施設を中心に市内全域約 710 箇所

のバリアフリー設備情報を掲載します。 
P73 

子どもセンター事業 地域団体や大学と連携し、さまざまなイベントを実施します。 P74 

在宅サービス基盤整備

事業 

養育家庭の新規開拓と養育家庭に関わる人の理解と協力を促進するた

めに、体験発表会を実施します。また、普及活動の一環として、市内イ

ベントにも参加し、ＰＲを展開します。 

P75 

家庭教育支援事業 
地域ぐるみの家庭教育支援につながるよう、地域の家庭教育・子育て支

援の担い手となるグループを育成します。 
P75 

生涯学習センター事業 
さがまちカレッジなど、相模原・町田地域の大学と連携し、さまざまな

体験学習講座を実施します。 
P75 

ジュニアフットサルス

クール 
トップレベルのプロ選手から基礎技術を学びます。 P75 
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ページ

子どもセンター事業 町内会や地元事業所と協働でイベントを実施します。 P76 

まちだ★こどもフェス

タ 

こどもの日において、こどもたちがスポーツに親しむきっかけを作り、

地域の交流を図るために、スポーツ教室などさまざまなイベントを行い

ます。 

P76 

常設型冒険遊び場 冒険遊び場活動を行う団体を支援し、常設型の設置を拡充します。 P78 

ひなた村創作教室事業 

（プログラムサービス） 

青少年団体や青少年指導者団体の活動を、工作、スポーツ、野外体験な

どのプログラムを提供・指導することで支援します。 
P78 

子どもセンター・子ども

クラブ整備事業 

「子どもの成長・発達を促す遊びの拠点」と「核家族化・少子化が進む

なかでの子育て支援」を理念とし、市内に 5 館を目標に子どもセンター

を整備します。また、子どもセンター整備完了後、「子どもの居場所の

配置に関する基本構想」に基づき、中学校区への子どもクラブ整備を進

めます。 

P82 

子どもセンター事業 
子ども会等の地域子ども団体に、調理活動や工作・レクリエーションな

どのプログラムサービスを提供し、地域の活性化を支援します。 
P85 

地域子育て相談センタ

ー事業 

マイ保育園事業の推進、アウトリーチ（出張子育て相談等）を中心に、

子育て関連施設の運営支援、専門部署との連携により、地域全体で子育

てを支援する体制の充実を図ります。 

P85 

子ども 110 番の家 

子どもが危険に直面した際に緊急避難先として駆け込むことができる

建物であることを示す看板の設置を各小学校ＰＴＡや自治会・町内会と

ともに進め、2014 年度時点で 6,000 か所を超えるお宅や施設に設置し

ています。また、設置だけでなく、実際に駆け込むことができるよう、

子どもや団体等を対象に訓練を実施します。 

P87 

不審者情報 
町田市メール配信サービスにて、市内で起きた不審者出没や犯罪発生の

情報を配信します。 
P87 

赤ちゃん・ふらっと 
子育て家庭が気軽に外出できるよう、授乳・調乳・オムツ替えができる

施設を整備します。 
P88 
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取組 内容 
参照 

ページ

子どもセンター事業 
キャンプやスポーツなど、さまざまな体験を通じて、子ども同士から大人

まで幅広く交流し、コミュニケーション能力をはぐくむ場を提供します。
P21 

ひなた村イベント事

業（大規模イベント） 

野外体験など集団活動を通じて、思いやりや協調性、コミュニケーション

能力を育みます。 
P21 

子どもの読書活動推

進事業 

子どもの読書活動を推進するため、「自ら進んで本を読む子を育てる」を

理念に、幼稚園・保育園・学校・子どもセンター等、ライフステージに合

わせた取り組みをします。 

P22 

学習事業 
読み聞かせや年賀状、はがき作りなどを通じて、「言葉」や「コミュニケ

ーション」を楽しむ活動をボランティアの協力を得て実施します。 
P22 

図書館事業 
読書や文学に親しみ、「言葉」に触れられる講演会や図書案内のブックリ

ストの配布等のさまざまな取り組みを進めます。 
P22 

子どもセンター事業 

（子ども委員会） 

子ども委員会では、子どもたちが主体的にルールづくりやイベントの企

画・準備・運営などについて考え、活動します。 
P24 

ひなた村イベント事

業（コンサート等） 

市内の小学生～高校生の部活動の発表の場として開催している音楽会で

す。出演者自らが運営・進行を行うことにより自主性を育てるとともに、

他校との演奏交流による相互成長を目的とします。 

P24 

各種作品発表、コンク

ール等 

写真展示やバレエ・ピアノ、日本舞踊などさまざまなコンクールを開催し、

発表の場を提供します。 
P24 

展覧会関連事業 展覧会の内容を子どもたちが自発的に深く知るために実施します。 P24 

地球環境保全ポスタ

ー展 

東京町田東ロータリークラブと協定を結び、環境問題に対する思いをあら

わしたポスター作品を募集します。また、応募作品を展示した『地球環境

保全ポスター展』を開催し、表彰式を実施します。 

P24 

教育相談 

来所相談、電話による相談、出張相談の３つの相談形態があります。不登

校、集団不適応、友人関係、発達に関すること、学習に関すること、生活

面に関すること、いじめ、体罰等、学校生活や家庭生活等に関する問題に

ついて相談に応じます。 

P29 

子どもとその家庭か

らの総合相談 

0 歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を受けます。必要に応じて各

種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調整をし、問題の解決に向け

たサポートを行います。 

P29 

こころの相談 心の相談やアルコール・薬物・ひきこもり等の相談に保健師が対応します。 P29 

e-ラーニング 

不登校児童・生徒がパソコンを通じて、桜美林大学が開設する学習支援サ

イト「学びの広場」にアクセスし、小学校 1年生から中学校 3年生までの

各自の学習したい教科、内容を自主学習できるようにサポートします。 

P29 

学力向上推進プラン 

国や東京都の学力調査の結果などから、小・中学校の児童・生徒の学力状

況を多面的に分析し、小・中学校全体で学力向上推進プランを策定及び推

進します。 

P36 
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ページ

小中一貫教育・町田っ

子カリキュラム 

教育委員会では、2008 年度から市立全小・中学校を町田市独自の重点カ

リキュラムでつなげる全市型の小中一貫「町田っ子カリキュラム」と、地

域ごとに課題を明確化し、共有しながら、その解決に向けて小・中学校が

連携して指導を図る地域型の「小中一貫指導推進校」のふたつの取り組み

を軸とした「小中一貫教育」を実施します。また、小・中学校全校で、小

中一貫教育（規範教育、英語教育、キャリア教育、食育）カリキュラムに

より、授業を実施します。 

P36 

一校一取組 

各学校の子どもたちの実態にあった運動（なわとび・マラソン・バトンス

ロー等）を各校で一つを取り上げ、体力向上に向けた取り組みを実施しま

す。 

P37 

小学校１年学級への

生活指導補助者派遣 

小学校 1年生の学級で、児童が規律ある学校生活にスムーズに適応できる

よう補助していきます。 
P37 

町田市公立小中学校

作品展 

子どもたちが日ごろ学校で学習した美術・図画工作・書写の作品約８００

０点を国際版画美術館に展示します。 
P37 

小学校適応指導教室

「けやき教室」中学校

適応指導教室「くすの

き教室」 

公立小・中学校に在籍する不登校および不登校の傾向にある児童・生徒に

対して、学校復帰の指導および援助を目的として、事業を実施します。 
P37 

ひなた村イベント事

業（創作童話コンクー

ル） 

市内の小学生から高校生を対象に、文芸創作活動の機会提供として創作童

話を募集します。授業と連動した学校単位での応募も受け付けます。 
P37 

「子どもの人権ＳＯ

Ｓミニレター」 

子どもたちの悩みを把握し、人権問題の解決を図るため、ミニレターを配

布します。 
P37 

動物愛護啓発パンフ

レット「ほんとうに飼

えるかな？」 

学校教育の場で、動物の愛護や適正飼育の普及啓発のための教材として、

パンフレットを配布します。 
P37 

選挙出前講座 

将来の有権者である児童・生徒を対象に、授業・模擬投票等を通じて選挙

の意義や重要性などの理解を深めてもらうことを目的に「選挙出前講座」

を実施します。 

P37 

学校給食 

栄養バランスのとれた食事を提供し、正しい食習慣を身につけることによ

り、好ましい人間関係の育成や健康増進を目的に、学校給食を実施します。

小学校全校は自校調理方式です。中学校は希望制で、弁当併用外注方式を

採用しています。 

P40 

夏休み子ども食育教

室 

世界に一つしかない自分だけのお箸を作るとともに、お箸の正しい持ち方

やマナー、文化などについて学びます。 
P40 

子どもセンター事業 調理、陶芸、工作、中高生ライブなど、さまざまな体験活動を実施します。 P44 

ひなた創作教室事業 工作教室や野外体験など、さまざまな体験活動を実施します。 P44 

大地沢青少年センタ

ー事業 

子どもや親子で参加できる工作やハイキング、陶芸教室などさまざまな体

験活動を実施します。また、川上村での林業・農業体験、宿泊事業なども

実施します。 

P44 

生涯学習センター事

業 
芸術鑑賞や工作、調理などさまざまな体験事業を実施します。 P45 

環境学習 
工作などを通じて、リデュース、リユース、リサイクル（３Ｒ）の大切さ

学ぶ環境学習を実施します。 
P45 

各種講座・体験教室 
親子工作教室や自由研究講座、収穫体験、調理などを実施し、さまざまな

体験できる教室を実施します。 
P45 
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ページ

「人権の花」運動 
協力し合って花を栽培することにより、人権の大切さに気づき、豊かな人

権感覚を身に付けることを目的に実施します。 
P45 

小学生スクール 
小学生の水泳初心者を対象に、水に慣れるところから浮き身、キック、4

種目の完泳を目指し、実施します。 
P45 

キッズダンス 
音楽に合わせて身体を動かしリズム感・柔軟性・体力の向上を図るダンス

教室を実施します。 
P45 

子ども俳句教室 春・ 

秋 
日本の伝統文化である俳句に親しんでもらうために実施します。 P45 

子ども講座 

小学生を対象にさまざまな専門家（アーティスト）の指導のもと、版を使

った創作活動を行います。また、企画や指導において大学との連携も行い

ます。 

P45 

親子で楽しむ茶会 
「町田市民文化祭～秋の催し～」内で、経験のない方でも茶道を学ぶこと

ができ、伝統文化に触れられる機会を提供します。 
P45 

小学校音楽鑑賞教室 
音楽の授業の一環として 3 日間 6 回、小学校 6 年生の児童を対象にプロ

のオーケストラの演奏を鑑賞します。 
P45 

障がい児スポーツ教

室 

障がいのある小学生以上の方を対象に、年間 36 回程度スポーツ教室を開

催します。 
P45 

自然体験 植樹やたけのこほり、米作りなど自然体験を実施します。 P45 

ショートステイ・トワ

イライトステイ 

保護者の疾病等の理由により当該児童を養育することが一時的に困難な

場合に、短期的に当該児童を養育します。 
P50 

ファミリーサポート

センター事業 

地域の中で子育ての相互援助活動を行い仕事と育児の両立を支援する事

業です。保育園・幼稚園などへの送迎、学校の放課後・学童クラブの終了

後の預かりなど、補助的、臨時的なお手伝いをします。 

P58 

学童保育クラブ事業 

就労等により、保護者が昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に

小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え

て、児童の健全な育成を図ります。 

P58 

就学・進学相談 

小学校への就学、中学校への進学の際に、何らかの障がいのある子どもの

ために、個々の特性に合わせた教育支援を保護者と共に考えます。就学相

談会は 16 回、進学相談会は 17 回行います。 

P62 

療育セミナー 
幼稚園・保育園・学童保育クラブなどの職員に、障がいに対しての理解や

援助の方法を学ぶための講演会を開催します。 
P62 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援を

します。 
P62 

医療型児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の支援及

び治療をします。 
P62 

放課後等デイサービ

ス 

学校（幼稚園、大学を除く）に就学しており、授業の終了後または休業日

に支援が必要と認められた障がいのある児童に対して、放課後や夏休み等

の長期休暇中において、生活能力向上のため必要な訓練や社会との交流促

進を行います。 

P62 

障害児福祉手当 
20 歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活に常時

介護が必要な人に支給します。 
P62 

特別児童扶養手当 
日常生活に著しい制限を受ける 20 歳未満の障がい児を養育している人に

支給します。 
P62 

重度心身障害者手当 常時複雑な介護を必要とする障がい児、障がい者に対し支給します。 P62 
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ページ

重度障がい児者医療

連携事業 

医療的ケアが必要とする人も含めた重度障がい児者を対象に、隣接する医

療機関と連携し、家族の休息や緊急時のサービスとして一時預かりを行い

ます。 

P62 

児童育成手当（育成・

障がい） 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひとり

親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、手当を支給しま

す。 

P62 

図書の点訳・音訳 

視覚に障がいのある子どもの読書のため、または視覚障がいの親が子ども

に読み聞かせができるようにするため、ご希望の本を点訳・音訳し、提供

します。 

P62 

ひとり親相談 ひとり親家庭の生活全般に関する相談を受け付けます。 P65 

ひとり親家庭の就労

支援 

就業を目的として講座や訓練を受講する場合に給付金を支給します。ま

た、それぞれのニーズに応じて個別計画書を作成し具体的な就労につなが

るよう支援します。 

P65 

就学援助費・就学奨励

費 

お子さんを小・中学校に就学させることが経済的に困難な家庭や特別支援

学級に在籍する児童・生徒の保護者に対して、学用品費・給食費など、学

校でかかる費用の一部を援助します。 

P66 

就労支援 
ハローワーク町田と共同で就労支援窓口「就労サポートまちだ」を開設し、

職業紹介、求人情報の提供等、就労への支援を行います。 
P66 

ひとり親家庭ホーム 

ヘルプサービス事業 

就労・技能習得等のため一時的に生活援助や子育て支援が必要な場合や、

ひとり親となり生活環境の激変のため日常生活を営むことに支障が生じ

ている場合等にヘルパーを派遣します。 

P65 

ひとり親家庭等医療

費助成制度 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひとり

親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、保険の自己負担

分の医療費を助成します。 

P66 

児童扶養手当 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひとり

親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、手当を支給しま

す。 

P66 

母子・父子及び女性福

祉資金 

ひとり親家庭の方等が経済的に自立して安定した生活を送るために必要

な資金の貸付を行います。 
P66 

健全育成事業 

都及び市の要綱に基づき（都 10/10 補助）、生活保護を受けている世帯の

児童に係る、夏期休業中に行われる各種野外活動等の参加費、学童服・運

動衣の購入費、修学旅行の参加費を支給することにより、当該児童の健全

育成及びその者の属する世帯の自立助長を図ります。 

P66 

日本語指導 

市立小・中学校に在籍する外国籍児童・生徒及び帰国児童・生徒のうち、

希望者に対して、国際交流センターと連携し、日本語指導を中心とする特

別指導・相談を行います。 

P67 

子育て支援ネットワ

ーク会議 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や適切な

支援を図るため、関係機関等の円滑な連携協力を確保します。 
P69 

地域ネットワーク機

能強化事業 

町田市子育て支援ネットワーク連絡会は要保護児童地域対策協議会とし

て位置づけられています。研修を年２回開催します。 
P69 

子育て情報誌「のびっ

こ」 

町田市内の保育園・幼稚園・認定こども園・学童保育クラブ等に、子育て

家庭を対象とした各種制度や保健事業などについて、紹介する情報誌を発

行します。 

P73 

ほっとメールまちだ 
子ども向けのイベントや小児科の休日当番医情報、子育て支援情報等をメ

ールにて配信します。 
P73 
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ページ

ホームページ 

（キッズページ） 
子ども・子育てに関するさまざまな情報をわかりやすく掲載します。 P73 

みんなのおでかけマ

ップ 

「みんなのトイレ」が整備されている施設を中心に市内全域のバリアフリ

ー設備情報を掲載します。 
P73 

ごみナクナーレ 

子どもからお年寄りまで幅広い世代に、ごみの減量と資源化を楽しみなが

ら取り組んでもらえるように、市民や市民団体の取り組み事例を中心に、

ごみに関する情報をわかりやすく伝えます。 

P73 

子どもセンター事業 地域団体や大学と連携し、さまざまなイベントを実施します。 P74 

ひなた村創作教室事

業（指導者向け講座、

協働講座） 

青少年指導者向けの指導技術の向上を目的とした講座、及び指導者団体と

の協働による講座を実施します。 
P75 

在宅サービス基盤整

備事業 

養育家庭の新規開拓と養育家庭に関わる人の理解と協力を促進するため

に、体験発表会を実施します。また、普及活動の一環として、市内イベン

トにも参加し、ＰＲを展開します。 

P75 

家庭教育支援事業 
地域ぐるみの家庭教育支援につながるよう、地域の家庭教育・子育て支援

の担い手となるグループを育成します。 
P75 

生涯学習センター事

業 

さがまちカレッジなど、相模原・町田地域の大学と連携し、さまざまな体

験学習講座を実施します。 
P75 

ジュニアフットサル

スクール 
トップレベルのプロ選手から基礎技術を学びます。 P75 

子どもセンター事業 町内会や地元事業所と協働でイベントを実施します。 P76 

まちだ★こどもフェ

スタ 

こどもの日において、こどもたちがスポーツに親しむきっかけを作り、地

域の交流を図るために、スポーツ教室などさまざまなイベントを行いま

す。 

P76 

常設型冒険遊び場 冒険遊び場活動を行う団体を支援し、常設型の設置を拡充します。 P78 

ひなた村創作教室事

業（プログラムサービ

ス） 

青少年団体や青少年指導者団体の活動を、工作、スポーツ、野外体験など

のプログラムを提供・指導することで支援します。 
P78 

大地沢青少年センタ

ー事業 

工作、キャンプ等の野外体験、川上村での林業・農業体験など、さまざま

な体験活動ができるプログラムサービスを提供します。また、宿泊施設も

あります。 

P78 

子どもセンター・子ど

もクラブ整備事業 

「子どもの成長・発達を促す遊びの拠点」と「核家族化・少子化が進むな

かでの子育て支援」を理念とし、市内に 5館を目標に子どもセンターを整

備します。また、子どもセンター整備完了後、「子どもの居場所の配置に

関する基本構想」に基づき、中学校区への子どもクラブ整備を進めます。

P82 

放課後子ども教室 

（まちとも） 

「放課後子ども総合プラン」に基づき、子どもの居場所づくりのため、子

どもにとって最も身近な学校を活用した取り組みを進めます。 
P82 

子どもセンター事業 
子ども会等の地域子ども団体に、調理活動や工作・レクリエーションなど

のプログラムサービスを提供し、地域の活性化を支援します。 
P85 

子ども 110 番の家 

子どもが危険に直面した際に緊急避難先として駆け込むことができる建

物であることを示す看板の設置を各小学校ＰＴＡや自治会・町内会ととも

に進め、2014 年度時点で 6,000 か所を超えるお宅や施設に設置していま

す。また、設置だけでなく、実際に駆け込むことができるよう、子どもや

団体等を対象に訓練を実施します。 

P87 
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ページ

学校の防犯カメラ 
犯罪等を抑止し、児童が安全・安心に通学できることを目的として、市立

小学校の通学路に防犯カメラを整備します。 
P87 

セーフティ教室 

小学校、中学校において、児童・生徒の健全育成の活性化および充実を図

るとともに、保護者・市民の参加のもとに、家庭・学校・地域社会の連携

による非行・犯罪被害防止教育を推進します。 

P87 

交通安全啓発活動 
交通安全に関する啓発用品を配布し、通学時等の交通事故防止を呼びかけ

ます。 
P87 

不審者情報 
町田市メール配信サービスにて、市内で起きた不審者出没や犯罪発生の情

報を配信します。 
P87 

（４）思春期 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

取組 内容 
参照 

ページ

子どもセンター事業 
キャンプやスポーツなど、さまざまな体験を通じて、子ども同士から大人

まで幅広く交流し、コミュニケーション能力をはぐくむ場を提供します。
P21 

ひなた村イベント事

業（大規模イベント） 

野外体験など集団活動を通じて、思いやりや協調性、コミュニケーション

能力を育みます。 
P21 

子どもの読書活動推

進事業 

子どもの読書活動を推進するため、「自ら進んで本を読む子を育てる」を

理念に、幼稚園・保育園・学校・子どもセンター等、ライフステージに合

わせた取り組みを行います。 

P22 

図書館事業 
読書や文学に親しみ、「言葉」に触れられる講演会や図書案内のブックリ

ストの配布等のさまざまな取り組みを進めます。 
P22 

子どもセンター事業 

（子ども委員会） 

子ども委員会では、子どもたちが主体的にルールづくりやイベントの企

画・準備・運営などについて考え、活動します。 
P24 

ひなた村イベント事

業（コンサート等） 

市内の小学生～高校生の部活動の発表の場として開催している音楽会で

す。出演者自らが運営・進行を行うことにより自主性を育てるとともに、

他校との演奏交流による相互成長を目的とします。 

P24 

各種作品発表、コン

クール等 

写真展示やバレエ・ピアノ、日本舞踊などさまざまなコンクールを開催し、

発表の場を提供します。 
P24 

展覧会関連事業 展覧会の内容を子どもたちが自発的に深く知るために実施します。 P24 

地球環境保全ポスタ

ー展 

東京町田東ロータリークラブと協定を結び、環境問題に対する思いをあら

わしたポスター作品を募集します。また、応募作品を展示した『地球環境

保全ポスター展』を開催し、表彰式を実施します。 

P24 

教育相談 

来所相談、電話による相談、出張相談の３つの相談形態があります。不登

校、集団不適応、友人関係、発達に関すること、学習に関すること、生活

面に関すること、いじめ、体罰等、学校生活や家庭生活等に関する問題に

ついて相談に応じます。 

P29 

子どもとその家庭か

らの総合相談 

0 歳～18 歳未満のお子さんとその家庭の相談を受けます。必要に応じて各

種情報の提供、専門機関やサービスの紹介・調整をし、問題の解決に向け

たサポートを行います。 

P29 

こころの相談 心の相談やアルコール・薬物・ひきこもり等の相談に保健師が対応します。 P29 

e-ラーニング 

不登校児童・生徒がパソコンを通じて、桜美林大学が開設する学習支援サ

イト「学びの広場」にアクセスし、小学校 1年生から中学校 3年生までの

各自の学習したい教科、内容を自主学習できるようにサポートします。 

P29 
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ページ

学力向上推進プラン 

国や東京都の学力調査の結果などから、小・中学校の児童・生徒の学力状

況を多面的に分析し、小・中学校全体で学力向上推進プランを策定及び推

進します。 

P36 

小中一貫教育・町田

っ子カリキュラム 

教育委員会では、2008 年度から市立全小・中学校を町田市独自の重点カリ

キュラムでつなげる全市型の小中一貫「町田っ子カリキュラム」と、地域

ごとに課題を明確化し、共有しながら、その解決に向けて小・中学校が連

携して指導を図る地域型の「小中一貫指導推進校」のふたつの取り組みを

軸とした「小中一貫教育」を実施しています。また、小・中学校全校で、

小中一貫教育（規範教育、英語教育、キャリア教育、食育）カリキュラム

により、授業を実施します。 

P36 

ひなた村イベント事

業（創作童話コンク

ール） 

市内の小学生から高校生を対象に、文芸創作活動の機会提供として創作童

話を募集します。授業と連動した学校単位での応募も受け付けます。 
P37 

「種をまこう」 人権について考えるための冊子を、市内の中学校に配布します。 P37 

「子どもの人権ＳＯ

Ｓミニレター」 

子どもたちの悩みを把握し、人権問題の解決を図るため、ミニレターを配

布します。 
P37 

動物愛護啓発パンフ

レット「ほんとうに

飼えるかな？」 

学校教育の場で、動物の愛護や適正飼育の普及啓発のための教材として、

パンフレットを配布します。 
P37 

納税活動推進事業 

まちだ納税貯蓄組合連合会の活動を推進する一助として、町田市内中学校

３年生を対象に同連合会が実施している中学生の税の作文について、租税

教育の一環として町田市も協力します。 

P37 

選挙出前講座 

将来の有権者である児童・生徒を対象に、授業・模擬投票等を通じて選挙

の意義や重要性などの理解を深めてもらうことを目的に「選挙出前講座」

を実施します。 

P37 

学校給食 

栄養バランスのとれた食事を提供し、正しい食習慣を身につけることによ

り、好ましい人間関係の育成や健康増進を目的に、学校給食を実施します。

小学校全校は自校調理方式です。中学校は希望制で、弁当併用外注方式を

採用しています。 

P40 

思春期精神保健相談 

(保健師)(専門医相

談) 

不登校、ひきこもり、家庭内暴力、摂食障害などの思春期のこころの問題

について、保健師による相談を行います。また、月 1 回の思春期専門医に

よる相談を行います。 

P40 

夏休み子ども食育教

室 

世界に一つしかない自分だけのお箸を作るとともに、お箸の正しい持ち方

やマナー、文化などについて学びます。 
P40 

子どもセンター事業 調理、陶芸、工作、中高生ライブなど、さまざまな体験活動を実施します。 P44 

ひなた創作教室事業 工作教室や野外体験など、さまざまな体験活動を実施します。 P44 

大地沢青少年センタ

ー事業 

子どもや親子で参加できる工作やハイキング、陶芸教室などさまざまな体

験活動を実施します。また、川上村での林業・農業体験、宿泊事業なども

実施します。 

P44 

生涯学習センター事

業 
芸術鑑賞や工作、調理などさまざまな体験事業を実施します。 P45 

環境学習 
工作などを通じて、リデュース、リユース、リサイクル（３Ｒ）の大切さ

学ぶ環境学習を実施します。 
P45 

各種講座・体験教室 
親子工作教室や自由研究講座、収穫体験、調理などを実施し、さまざまな

体験できる教室を実施します。 
P45 



 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

122 

第
１
章
 
計
画
の
概
要
 

第
２
章
 
町
田
市
の
子
ど
も
を
 

取
り
巻
く
状
況
 

第
３
章
 
計
画
の
基
本
的
な
 

考
え
方
 

第
４
章
 
施
策
の
展
開
 

（
前
期
行
動
計
画
）
 

第
５
章
 
計
画
の
推
進
 

参
考
資
料
 

取組 内容 
参照 

ページ

「人権の花」運動 
協力し合って花を栽培することにより、人権の大切さに気づき、豊かな人

権感覚を身に付けることを目的に実施します。 
P45 

ジュニアテニスクリ

ニック 

基礎運動能力の向上から、テニスの基礎、試合を楽しむまでレベル別クラ

スを設定し、実施します。 
P45 

障がい児スポーツ教

室 

障がいのある小学生以上の方を対象に、年間 36 回程度スポーツ教室を開

催します。 
P45 

今どき思春期の 

レンアイ事情 

子どもが親には話さない恋愛や性についての悩みをお伝えします。また、

ＳＮＳやデートＤＶなど最近の性被害の危険性についても触れます。 
P56 

障害児福祉手当 
20 歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活に常時介

護が必要な人に支給します。 
P62 

特別児童扶養手当 
日常生活に著しい制限を受ける 20 歳未満の障がい児を養育している人に

支給します。 
P62 

重度心身障害者手当 常時複雑な介護を必要とする障がい児、障がい者に対し支給します。 P62 

重度障がい児者医療

連携事業 

医療的ケアが必要とする人も含めた重度障がい児者を対象に、隣接する医

療機関と連携し、家族の休息や緊急時のサービスとして一時預かりを行い

ます。 

P62 

児童育成手当（育成・

障がい） 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひとり

親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、手当を支給しま

す。 

P62 

図書の点訳・音訳 

視覚に障がいのある子どもの読書のため、または視覚障がいの親が子ども

に読み聞かせができるようにするため、ご希望の本を点訳・音訳し、提供

します。 

P62 

ひとり親相談 ひとり親家庭の生活全般に関する相談を受け付けます。 P65 

就労支援 
ハローワーク町田と共同で就労支援窓口「就労サポートまちだ」を開設し、

職業紹介、求人情報の提供等、就労への支援を行います。 
P66 

ひとり親家庭等医療

費助成制度 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひとり

親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、保険の自己負担

分の医療費を助成します。 

P66 

児童扶養手当 

18 歳までの児童（一定の障がいがある場合 20 歳）を養育しているひとり

親、または父か母が重度の障がいを有する家庭に対して、手当を支給しま

す。 

P66 

母子・父子及び女性

福祉資金 

ひとり親家庭の方等が経済的に自立して安定した生活を送るために必要

な資金の貸付を行います。 
P66 

健全育成事業 

都及び市の要綱に基づき（都 10/10 補助）、生活保護を受けている世帯の

児童に係る、夏期休業中に行われる各種野外活動等の参加費、学童服・運

動衣の購入費、修学旅行の参加費を支給することにより、当該児童の健全

育成及びその者の属する世帯の自立助長を図ります。 

P66 

子育て支援ネットワ

ーク会議 

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や適切な

支援を図るため、関係機関等の円滑な連携協力を確保します。 
P69 

地域ネットワーク機

能強化事業 

町田市子育て支援ネットワーク連絡会は要保護児童地域対策協議会とし

て位置づけられています。研修を年２回開催します。 
P69 

ホームページ 

（キッズページ） 
子ども・子育てに関するさまざまな情報をわかりやすく掲載します。 P73 
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ページ

みんなのおでかけマ

ップ 

「みんなのトイレ」が整備されている施設を中心に市内全域のバリアフリ

ー設備情報を掲載します。 
P73 

ごみナクナーレ 

子どもからお年寄りまで幅広い世代に、ごみの減量と資源化を楽しみなが

ら取り組んでもらえるように、市民や市民団体の取り組み事例を中心に、

ごみに関する情報をわかりやすく伝えます。 

P73 

子どもセンター事業 地域団体や大学と連携し、さまざまなイベントを実施します。 P74 

ひなた村創作教室事

業（指導者向け講座、

協働講座） 

青少年指導者向けの指導技術の向上を目的とした講座、及び指導者団体と

の協働による講座を実施します。 
P75 

在宅サービス基盤整

備事業 

養育家庭の新規開拓と養育家庭に関わる人の理解と協力を促進するため

に、体験発表会を実施します。また、普及活動の一環として、市内イベン

トにも参加し、ＰＲを展開します。 

P75 

家庭教育支援事業 
地域ぐるみの家庭教育支援につながるよう、地域の家庭教育・子育て支援

の担い手となるグループを育成します。 
P75 

生涯学習センター事

業 

さがまちカレッジなど、相模原・町田地域の大学と連携し、さまざまな体

験学習講座を実施します。 
P75 

子どもセンター事業 町内会や地元事業所と協働でイベントを実施します。 P76 

職場体験 

総合学習の中で、事前に派遣先の事業所について調べ学習を行い、５日間

就労体験をします。体験後、事業所へのお礼の文書および報告書を作成し

ます。 

P76 

ひなた村創作教室事

業（プログラムサー

ビス） 

青少年団体や青少年指導者団体の活動を、工作、スポーツ、野外体験など

のプログラムサービスを提供・指導することで支援します。 
P78 

大地沢青少年センタ

ー事業 

工作、キャンプ等の野外体験、川上村での林業・農業体験など、さまざま

な体験活動ができるプログラムサービスを提供します。また、宿泊施設も

あります。 

P78 

子どもセンター・子

どもクラブ整備事業 

「子どもの成長・発達を促す遊びの拠点」と「核家族化・少子化が進むな

かでの子育て支援」を理念とし、市内に 5館を目標に子どもセンターを整

備します。また、子どもセンター整備完了後、「子どもの居場所の配置に

関する基本構想」に基づき、中学校区への子どもクラブ整備を進めます。

P82 

子どもセンター事業 
子ども会等の地域子ども団体に、調理活動や工作・レクリエーションなど

のプログラムサービスを提供し、地域の活性化を支援します。 
P85 

子ども 110 番の家 

子どもが危険に直面した際に緊急避難先として駆け込むことができる建

物であることを示す看板の設置を各小学校ＰＴＡや自治会・町内会ととも

に進め、2014 年度時点で 6,000 か所を超えるお宅や施設に設置していま

す。また、設置だけでなく、実際に駆け込むことができるよう、子どもや

団体等を対象に訓練を実施します。 

P87 

セーフティ教室 

小学校、中学校において、児童・生徒の健全育成の活性化および充実を図

るとともに、保護者・市民の参加のもとに、家庭・学校・地域社会の連携

による非行・犯罪被害防止教育を推進します。 

P87 

交通安全啓発活動 
交通安全に関する啓発用品を配布し、通学時等の交通事故防止を呼びかけ

ます。 
P87 

不審者情報 
町田市メール配信サービスにて、市内で起きた不審者出没や犯罪発生の情

報を配信します。 
P87 
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